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【お知らせ】

第５回�
内部監査学術研究発表大会�開催予定

後援：一般社団法人日本内部監査協会

大会概要
配信期間

（オンデマンド配信：Zoom）
2025 年 3 月 27 日（木）～ 2025 年 4 月 24 日（木）

申込期間 2025 年 4 月 23 日（水）まで（予定）

参加申込 Peatix からお申し込みください

参加費 1 名につき ￥3,000（消費税込）
※コンビニ /ATM 払いの方のお支払い期限は受付期限の１日前です。
※ カード会社から送付される「ご利用明細書」や「引き落とし明細書」、ATM より発行され

る「ご利用明細票」が領収書になります。当財団法人からの領収書は発行いたしません。
※ 一旦お支払いいただいた参加費の払い戻しは応じかねますので、あらかじめご了承くださ

い。
※ 経理上、注⽂内容の詳細を含む必要がある場合などは、Peatix からのお申込み詳細メール

の「領収データ＞」をクリックすることで、領収データが⼊⼿できます。宛名には個人名
が表示されます。

※ 当研究所は適格請求書発行事業者ではございませんのでインボイス番号が記載された請求
証の発行が出来かねます。

プログラム（敬称略）

開会挨拶　辻　　正雄（公益財団法人日本内部監査研究所　所長）

第１部　懸賞論⽂授賞式及び懸賞論⽂受賞者報告
報告１．（約 30 分）　
　内部監査における生成 AI 活用の可能性と課題：効率性・有効性の向上と役割変革に向けた考察
　　安藤　光雄（ＪＣＯＭ株式会社　監査企画部）

報告２．（約 30 分）
　コーポレートガバナンスの中枢を担いうる内部監査の高度化に向けて－委員会設置会社におけるその役割を見据え
　ながら－
　　山田　結稀（明治大学法学研究科博士後期課程　明治大学法学部助⼿）

第２部　研究助成対象者報告
報告１．（約 30 分）
　内部統制の開示すべき重要な不備開示後の監査報酬の趨勢
　　上野　学（金沢学院大学経済学部経営学科　准教授）

報告２．（約 30 分）
　グローバル内部監査基準が日本企業に与える影響
　　齋藤　正章（放送大学教養学部教養学科　准教授）

報告３．（約 30 分）
　損保ジャパンの拠点監査の高度化への取り組み
　　村田　大学（大原大学院大学会計研究科　准教授）

詳細は WEB サイトをご覧ください。

https://jiarf-sympo5.peatix.com/
https://jiarf.org/wp/meeting/sympo5/
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公益財団法人日本内部監査研究所

第５回�講演会
地方公共団体の監査�

～事業会社の監査の視点から

後援：一般社団法人日本内部監査協会

オンデマンド配信

2024 年 12 月 24 日（火）～ 2025 年２月 26 日（水）

　地方自治体における適切な業務遂行を図るため、2020 年に施行された改正地方自治法により内
部統制制度が導入され、内部統制評価報告書の作成・公表が制度化されたこともあり、地方公共団
体においても、上場会社における内部監査機能にも似た機能が必要になってきていると考えられま
す。
　このような状況を踏まえ、地方自治体の監査委員および監査委員事務局の皆様、地方独立行政法
人などで監査に携わる皆様等多くの皆様に向けて、「地方公共団体の監査～事業会社の監査の視点
から」をテーマに、講演会を開催いたしました。
　本誌では、実際のご講演内容を講演録として掲載いたします。
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講演会概要（敬称略）

オンデマンド配信 
2024 年 12 月 24 日（火）～ 2025 年２月 26 日（水）

公益財団法人日本内部監査研究所　第５回講演会
後援：一般社団法人日本内部監査協会

講演テーマ：「地方公共団体の監査～事業会社の監査の視点から」

◆講演１：（60 分）
「地方公共団体における監査および内部統制－民間との比較を踏まえて－」
講師：�山下　二郎�氏�

（�公益財団法人日本内部監査研究所�研究員、公認内部監査人（ＣＩＡ）、�
内部統制評価指導士（ＣＣＳＡ）、公認金融監査人（ＣＦＳＡ）、�
公認リスク管理監査人（ＣＲＭＡ）、公認公的部門監査人（ＣＧＡＰ）、�
英国勅許公共財務会計士�（ＣＰＦＡ）、公認不正検査士（ＣＦＥ）、経営管理修士（ＭＢＡ））

◆講演２：（90 分）
「地方創生 SDGs と内部監査－DX政策への対応を中心として－」
講師：紺野　卓�氏�（日本大学�商学部�教授：法学博士（筑波大学））
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地方公共団体における監査および内部統制
 ―民間との比較を踏まえて―

山下　二郎
公益財団法人日本内部監査研究所�研究員、

公認内部監査人（ＣＩＡ）、内部統制評価指導士（ＣＣＳＡ）、
公認金融監査人（ＣＦＳＡ）、公認リスク管理監査人（ＣＲＭＡ）、

公認公的部門監査人（ＣＧＡＰ）、英国勅許公共財務会計士�（ＣＰＦＡ）、
公認不正検査士（ＣＦＥ）、経営管理修士（ＭＢＡ）

講 演 １

〈講演骨子〉

　地方公共団体における監査および内部統制

について、その現状と課題を民間企業との比

較を踏まえて実務家の視点から解説する。

　監査については、地方公共団体のガバナン

スと監査制度、監査体制、監査基準などにつ

いて説明する。特に、2020 年４月施行の改

正地方自治法により、全地方公共団体に策定

が義務付けられた監査基準について、ＩＩＡ

のグローバル内部監査基準との比較を試み、

公的部門における監査の特徴を探る。

　同様に改正地方自治法により導入された内

部統制制度については、民間企業の内部統制

制度との比較により、制度の目的・内容の相

違、実務面における課題などについて考察す

る。

　また、地方独立行政法人法の一部改正

（2018 年４月施行）で整備が求められるよう

になった、地方独立行政法人の内部統制、内

部監査についても概説する。

はじめに

　ただいまご紹介いただきました講師の山下で

す。私の経歴は、スライドに記載のとおりでござ

います（スライド１）。

　これまで私は官民両方の監査実務に携わる貴重

な経験をしてきたことから、今回の講演会のテー

マである地方公共団体における監査、そして内部

統制について、民間との比較を、制度面のみなら

ず実務の実態を踏まえてお話ししていきます。

　本日の内容ですが、まず、民間企業のガバナン

スの基本構造と内部監査部門の位置づけを見た

後、地方公共団体、すなわち都道府県や市町村と

スライド１
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いう組織のガバナンスの基本構造と監査制度、監

査体制について、その概要をご説明いたします。

その後、2020 年４月に施行された改正自治法で

新たに導入された監査基準、そして内部統制制度

について、その背景と内容を、民間と比較しなが

ら解説をしていきたいと思います。そして最後に、

地方独立行政法人の内部統制と内部監査について

概説いたします（スライド２）。

１．ガバナンスと監査制度

（１ ）民間企業のガバナンスの基本構造（監
査役設置会社）

　まず、民間企業のガバナンスの基本構造を見て

いきます。民間企業には３つの組織形態（監査役

会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会

等設置会社）がありますが、2023 年度東証上場

会社全体の 60.7％である 2,290 社が監査役会設

置会社※ですので、ここでは監査役会設置会社を

例に民間企業のガバナンスの基本構造を説明いた

します（スライド３）。

　ポイントとなるのは、会社の所有者である株主

を構成員とする会社の最高意思決定機関である株

主総会が、業務執行の意思決定を行う取締役会を

構成する取締役を選任するという点。そして、そ

の取締役会が業務執行の最高経営責任者、いわゆ

る社長を選任するという点です。

　監査機能としては、会社内部に監査役・監査役

会、内部監査部門があり、会社外部に会計監査人

が置かれます。ここでのポイントは、監査役は株

主に代わって取締役の職務執行を監視、検証する

機関である点。そして、内部監査部門は、会社法

上の必置の機関ではなく、多くの会社では社長に

直属して会社の業務執行の全てを対象に監査する

という点です。

スライド２

スライド３

※ 　東京証券取引所「東証上場会社 コーポレート・ガバナ
ンス白書 2023」
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（２ ） 民 間 企 業 の 内 部 監 査 部 門 ―Global と
Japan との相違

　次に、民間企業の内部監査部門の位置づけにつ

いて、海外と日本との違いを見ていきます（スラ

イド４）。

　海外、特に北米の企業では、取締役会の中に社

外取締役で構成される監査委員会があり、多くの

企業では、内部監査部門はこの監査委員会に直接

の指示、報告経路を築いており、業務執行の責任

を担う経営者からの独立性を確保しています。

　これに対し、日本の企業では、内部監査部門は

社長や執行役員のみの指揮、命令下となっている

ケースが多く、経営者からの独立性が十分に確保

できていない状況です。そこで国内では、上場会

社に適用されるコーポレートガバナンス・コード

が 2021 年６月に改訂された際、内部監査部門が

取締役会及び監査役会に対しても適切に直接報告

を行う仕組み、いわゆるデュアルレポーティング

ラインを構築することが求められるようになりま

した。

　これを受けて、2023 年３月期より、上場会社

が事業年度ごとに作成し開示を求められる有価証

券報告書に、デュアルレポーティングラインの存

在を含む内部監査の実効性を確保する取組の記載

が求められるようになりました。

（３ ）地方公共団体のガバナンスの基本構造
　こちらの図（スライド５）は、地方公共団体の

ガバナンスの基本構造を表したものです。まず注

目してほしいのは、住民、議会、長という三者の

関係です。日本では、長と議会を構成する議員

は、選挙を通じて住民が直接選ぶという、いわゆ

る二元代表制が採用されています。これを民間企

業のガバナンス構造と比較してみると、執行部門

のトップである長を住民が直接選ぶという点で大

きな違いがありますが、それぞれの役割や利害関

係からおおむね住民を株主、議会を取締役会、長

を最高経営責任者あるいは社長に相当するものと

考えることができると思います。

　これを前提に監査組織を見てみますと、まず組

織内の監査については、グリーンのボックスで示

している監査委員、監査委員事務局が担当してお

り、これは株式会社の監査役、監査役室あるいは

内部監査部門に相当するかと思います。

スライド４
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　ただし、監査委員は長が選任することから、議

会の同意が必要とはいえ、執行部門からの独立性

に欠けるとの批判もあります。実際多くの自治体

で、長が職員ＯＢを代表監査委員に選任する実態

があり、監査の独立性には課題があると言えると

思います。一方、監査委員は、議員から１名ない

し２名が選ばれる制度となっており、これは委員

会設置会社の監査委員会委員に似た性質を有し、

執行部門からの独立性の確保に資する仕組みであ

るとも言えると思います。

　次に、組織外の監査人として、外部監査人がい

ます。これは一見、株式会社の会計監査人のよう

に見えますが、監査の機能としては全く異なるも

のです。すなわち、株式会社の外部監査人は、財

務報告の正確性を保証する、いわゆる財務諸表監

査を行いますが、都道府県、政令市、中核市に設

置される外部監査人は、財務に関する事務及び経

営に係る事務から外部監査人が必要と認める特定

の事務を監査対象とします。つまり、監査対象は

毎年外部監査人が選定するのであり、財務諸表監

査とは異なります。実態は企業の内部監査が行う

業務監査に近いものと考えてよいかと思います。

（４）地方公共団体の監査制度について
　これは（スライド６）、今ご説明した、地方公

共団体の監査委員監査と外部監査という２つの監

査制度を表の形に整理したものです。監査委員監

査は、地方自治法の制定当初から設けられ、既に

70 年以上の歴史を持つ制度です。他方、外部監

査は、近年における地方分権の推進を背景に自治

体における監査の独立性と専門性を強化し、委員

監査を補完するものとして 1999 年に導入された

制度です。表の記載内容のうち、主なポイントを

説明いたします。

①設置
　まず設置の要否ですが、監査委員は全ての地方

公共団体に設けられます。外部監査については、

包括外部監査人の設置が都道府県、政令市、中核

市に義務づけられていますが、他の団体について

は任意の設置となっています。また、個別外部監

査人は、住民、長、議会からの監査の要求があっ

た場合に設置できる監査人となっております。実

態としては、外部監査人制度を積極的に活用して

いる団体は少ないと理解しています。

スライド５
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②定数
　次に定数ですが、監査委員は、都道府県及び人

口 25 万人以上の市において４人、その他の市に

あっては２人となっており、そのうち議員から選

出する委員を２ないし１名置くことになっていま

す。なお、議員からの選出委員については、任期

４年のところ１年で交代する委員も多く名誉職化

しているなど、実質的には監査人として十分機能

していないとの批判もあり、先の自治法改正の際、

条例で設置を廃止できることになりました。しか

し、これまで実際に議員選出委員を廃止した自治

体は多くないと理解しております。

　また外部監査に関しては、大規模な団体で設置

を要する包括外部監査人の人数は１名となってお

ります。ただし、一定の手続を経て補助者を置く

ことができます。

③選任資格、選任権者、任期
　資格については表に記載のとおりですが、外部

監査人については、公認会計士のほか、弁護士、

税理士、国または地方公共団体における一定の実

務経験者となっており、公認会計士ないし監査法

人とする民間の外部監査とは異なる内容となって

います。

　その他、選任権者はどちらも長で、任期は監査

委員が４年、包括外部監査人は会計年度ごとの１

年契約となっております。

（５）監査委員による監査等の種類・目的等
　次に、監査委員が行う監査の種類とその内容を

見ていきます。この表（スライド７）は、自治法

で定められている監査等の一覧で、総務省の研究

会で、監査基準の指針を作成する監査部会におい

て用いられた資料です。

　ご覧のとおりかなり多くの種類がありますが、

このうち実施が義務づけられており、実務上多く

の時間を費やしているものは、財務監査、決算審

査、例月出納検査、住民監査請求であろうと思い

ます。そして、都道府県、指定都市においては、

2021 年度から内部統制評価報告書審査が新たに

加わりました。

　民間企業の内部監査と比較して特にユニークな

ものは、住民監査請求であろうと思います。これ

は、地方公共団体の住民は、その団体の長や職員

スライド６
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に違法もしくは不当な財務会計上の行為があると

き、監査委員に監査を求めることができる制度で

あり、住民訴訟の前提手続ともなっています。し

たがって、裁判手続にかなり近い性質を持ってお

り、公的部門ならではの特殊な監査であると思い

ます。

　それぞれの監査の目的や性質の概要については

表に記載のとおりですが、表の一番右の列の着眼

点、その左隣の列の指摘型か保証型かの監査タイ

プについては、必ずしも法律上明確になっている

わけではなく、実務家や研究者の間でも論争のあ

るところとなっています。

　例えば、一番上の財務監査については、監査

のタイプとして指摘型に加えて保証型の記載が

ありますが、実務上は不備を指摘することが中

心となっているのではないかと思います。また、

着眼点には合規性のほか、３Ｅ、すなわち有効

性（Effectiveness）、効率性（Efficiency）、経済性

（Economy）も記載されておりますが、実務上は

合規性が中心になっているというのが実態であろ

うと思います。

　また、決算審査については保証型と記載してあ

りますが、実務上は決算数値の正確性を保証する

ために十分な監査手続が実施されているとは言え

ず、むしろ発見した不備を指摘するにとどまって

いる団体が多いのではないかと感じています。

２．監査体制

（１ ）監査委員の状況―人数と在職年数
　ここからは、地方公共団体の監査体制として監

査委員、そしてその事務局職員の状況を見ていき

ます。

　まず、監査委員について、その人数と在職年数

です。この表（スライド８）は、平成 27 年の第

31 次地方制度調査会小委員会での資料で、デー

タは少々古いのですが、現在も大きくは変わって

いないだろうと思います。

　監査委員は約 1,700 の自治体の合計で、識見委

員と議員選出委員とがそれぞれ約 2,100 名、約

1,900名となっております。そして注目すべきは、

下段の表で示す経験年数、つまり監査委員として

の在職年数です。監査委員の任期は１期４年です

が、議員選出委員の約７割が３年未満、１年未満

スライド７
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が 680 人で全体の３分の１以上となっています。

これは先ほど触れたように、多くの議選委員が１

年程度で交代していく実態を表しているかと思い

ます。

（２）監査委員事務局の状況―人数と在職年数
　次に、監査委員事務局職員の人数と在職年数で

す（スライド９）。事務局の設置が義務づけられ

ている 47 都道府県の合計が 1,000 人余り、その

他事務局の設置が任意の市町村では合計で 3,500

人ほどとなっています。そして、事務局での在職

年数ですが、下段の表が示しているように、３年

未満が約７割となっており、民間と比較しかなり

短い年数となっていることがわかります。これは、

スライド９

スライド８
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監査委員事務局へは一般職員が通常の人事ロー

テーションにより配属され、２年から３年で転出

していく実態を示しています。特に都道府県や政

令市など大規模自治体の監査事務局長は、執行部

門の局長と同様に一般職の最高職員職位の局長ポ

ストに位置づけられており、就任後２年程度で定

年を迎え退任していくのが一般的となっている状

況です。

（３ ）監査委員事務局の状況―自治体別人数
と専門性

　監査委員事務局職員について、自治体種別の人

数と専門性について見ていきたいと思います（ス

ライド 10）。

　まず自治体種別ごとの人数ですが、都道府県と

政令市では１団体平均で20人強となっています。

これを団体の全職員数との比率で見ると、特に都

道府県の監査職員の人数はとても少ないというこ

とが言えると思います。

　また、下段の資格保有状況ですが、民間では増

えている公認内部監査人（ＣＩＡ）の資格保持者

は、１団体当たり都道府県で平均 0.02 人、政令

市で平均 0.11 人となっており、資格者がほとん

どいない状況となっています。これは、内部監査

に関する専門性の必要性が十分に認識されておら

ず、ほとんどの自治体で監査に関する資格取得の

推進制度がないという団体側の原因に加え、多く

の職員が人事ローテーションで短期間のうちに転

出する実態によって、職員の資格取得に対する意

欲が上がらないことも原因となっているかと思い

ます。

３．監査基準

（１）監査基準の検討・制度化の経緯
　以上で、地方公共団体の監査制度、監査体制に

ついての概要説明を終わり、ここからは 2017 年

の改正自治法で新たに定められ、2020 年４月に

施行された監査基準についてお話をしていきたい

と思います。

　まず、制度化に至るまでの経緯ですが（スライ

ド 11）、2007 年に開始された第 29 次地方制度調

査会で、地方分権の推進を背景として、地方公共

団体の監査機能の充実、強化についての答申が

スライド 10
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2009 年６月に出されました。しかしその後、監

査制度に関する大きな法改正は行われず、総務省

内に設置された地方公共団体の監査制度に関する

研究会が 2013 年３月の報告書の中で、監査基準

の必要性について提言を行いました。

　そして第 31 次地方制度調査会におけるガバナ

ンスの在り方に関する議論の中で、監査委員監査

における監査基準について検討が行われ、2016

年３月に統一的な監査基準の必要性が答申されま

した。

　その後、答申を受けた自治法改正の議論の中で、

地方分権との関係で、監査基準については「統一

的な」の文言が削除され、代わりに総務大臣が指

針を示し助言を行うという形で、2017 年６月に

法改正が行われました。

　そして総務省内に設置された研究会で監査基準

の内容の検討が行われ、2019 年３月に総務大臣

が示す指針として「監査基準（案）」が各自治体

に通知されました。

（２）監査基準に係る関係条文
　これは、2017 年の改正で新たに定められた監

査基準に関する自治法の条文で、その重要な部分

を掲載してあります（スライド 12）。

　まず、第 198 条の３第１項で、監査委員は、

監査基準に従って監査をしなければならないとい

うことが明記されています。すなわち、監査基準

の遵守が監査委員の法的な責任となったわけで

す。

　そして第 198 条の４では、各団体の監査基準

は監査委員が定めること、そして総務大臣は、監

査基準の策定について各団体に指針を示し、必要

な助言を行うと規定されました。

（３ ）監査基準（総務大臣指針）の概要―ＩＩＡ
国際基準との比較

　ここからは、総務大臣の指針として示された監

査基準の内容を、2024 年１月に改訂された内部

監査人協会（ＩＩＡ）の「グローバル内部監査基

準」と比較しながら、その概要を見ていきたいと

思います。

　表（スライド 13～ 16）で薄い網かけとなって

いる部分は、両者でかなり異なる内容を示してお

り、特にその部分に重点を置いて説明をしていき

ます。

①基準の性質
　まず、基準の性質ですが、総務大臣指針は、指

針との位置づけであります。それに対してＩＩＡ

の基準は、必須事項となっております。

②基準 /規程の承認権限
　また各団体での基準 / 規程の承認権限につい

て、総務大臣指針については、それは監査委員で

あると法で定められています。これに対してＩＩ

Ａ基準は、取締役会が最終的な承認権限を持って

いるという規定となっております。

スライド 12スライド 11



講　演　１

14 内部監査 No. ９

③各種監査の内容
　次に、各種監査の内容については大きな違いが

あります。総務大臣指針基準第２条には、自治法

で定める監査等のうち８つのものについて、それ

ぞれ内容や目的が明記されております。これに対

しＩＩＡ基準については、内部監査の種類につい

ての記載はありません。

　倫理規範、独立性と客観性、専門性、正当な注

意義務に関しては、濃淡の差はあっても両者ほぼ

同様の内容が記載されていると思います（スライ

ド 14）。

スライド 13

スライド 14
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④品質の管理
　品質の管理については、総務大臣指針でも触れ

てはいるのですが、ＩＩＡ基準が５年に１回の実

施を求める外部評価についての定めはありませ

ん。

⑤�計画等の伝達と承認
　計画等の伝達と承認ですが、ＩＩＡ基準は、計

画とそれに必要な資源については、最高経営者・

取締役会に伝達し承認を受けるということが明記

されておりますが、総務大臣指針にはこの監査計

画の伝達と承認については何も記載がありませ

ん。

　

　また、内部統制に依拠した監査は、両方に記載

があるのですが、特に総務大臣指針のほうは同時

期に導入した内部統制制度を意識して、効率性と

いう観点からこれを明記したという背景がありま

す。

　監査の実施手続き、監査調書の作成・保存、監

査証拠の入手については、両者それぞれ記載があ

ります（スライド 15）。

⑥各種監査の連携・調整
　各種監査の連携・調整は、総務大臣指針に定め

られている基準・内容であります。これはどうい

うことかというと、監査委員の監査にはかなり多

くの種類がありまして、これをばらばらにやるの

ではなく連携して効率よくやってくださいという

ことです。例えば、決算審査と例月出納検査、あ

るいは新たに設けられた内部統制評価報告書の審

査と財務監査、決算審査、これらは連携・調整し

ながらやってくださいということがその趣旨と

なっています。

⑦監査報告記載事項
　監査報告記載事項のうち、基準に準拠している

旨の記載については両者に定めがありますが、Ｉ

ＩＡ基準の方は、基準に適合して実施された旨を

監査報告に含めるためには、品質保証プログラム

による評価結果の裏づけが必要となっています。

　次に、監査等の結果について、総務大臣指針で

特徴的なところは、まずこの基準では、法定の８

スライド 15
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つの監査種類ごとに規定しているのですけれど

も、それぞれの監査で確認すべき内容が認められ

た場合にはその旨、認められない場合にはその旨

を記載せよという記載になっております。これは

どういうことかというと、恐らく従来の指摘型監

査に加え、保証型の性格もあることを明らかにし

ているのだろうと私は考えております。これに対

してＩＩＡ基準には、監査の種類ごとに監査結果

に記載すべき具体的内容の定めはありません。

　また、改善措置の提言については、ＩＩＡ基準

では、改善措置のための提言及び改善措置の計画

が監査報告に含めるべき事項となっていますが、

総務大臣指針には、監査報告の記載事項として定

められていません。ただし、別途 2017 年改正自

治法で、監査委員は必要な措置を講ずべきことを

勧告できる旨の規定が設けられています。

⑧監査結果等の合議
　監査結果の合議については、自治体では監査委

員は独任制ですけれども、複数人おりますので、

監査結果は合議によって決めることになっていま

す（スライド 16）。合議が整わなければ、監査結

果が決まらないということになります。

⑨監査結果の公表
　監査結果の公表については、地方公共団体特有

なところであり、結果を市民に公表することが法

で定められています。具体的には、多くの自治体

がホームページに監査結果を掲載しており、それ

により市民は監査結果を知ることができるという

のが実質的な公表の実態なのだろうと思います。

場合によっては、メディアを集めて積極的に記者

会見のようなことを行い、大きな問題については、

翌日の新聞に載ったり、あるいはその日のウェブ

ニュースで報道されたりということがあります。

公表は、監査にとって非常に強力な効果を期待で

きる制度だと思います。

⑩措置状況の確認・公表
　次に、措置状況の確認・公表、いわゆるフォロー

アップですけれども、ＩＩＡ基準は、改善のため

の提言または改善措置の計画の実施状況を確認す

ることが必要だという定めになっています。これ

に対して総務大臣指針は、措置状況の報告を求め

スライド 16
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るよう努める、そして措置報告を受けた場合は、

その内容を公表するとの内容になっています。監

査結果と同様に措置内容も公表することが求めら

れており、これも自治体ならではの規定なのだろ

うと思います。

⑪�リスクの受容への対応
　最後に、リスクの受容、すなわち改善措置が取

られない場合への対応ですが、ＩＩＡ基準では、

最高経営者と協議して解決されない場合には、取

締役会に伝達するという規定があります。この点、

総務大臣指針のほうは特に定めはありませんが、

そのような場合には、2017 年改正自治法で導入

された勧告という制度に従って、適切な措置や対

応を勧告していくことになるのであろうと思いま

す。

４．内部統制

（１ ）地方公共団体の内部統制制度の検討・
導入経緯

　監査基準についての説明は以上とし、同じく

2017 年の自治法改正により導入され、2020 年４

月に施行となった内部統制制度についてお話をし

ていきたいと思います。

　まず、内部統制制度の導入までの経緯を見た後、

その内容と特徴を民間の内部統制制度と比較しな

がら説明してまいります。そして最後に、内部統

制の実務の概要について説明をしていきたいと思

います。

　内部統制制度の検討・導入の経緯ですが（スラ

イド 17）、2006 年に会社法、金融商品取引法で

内部統制制度が定められたことを受け、総務省内

に地方公共団体における内部統制のあり方に関す

る研究会が設置され、2009 年３月に民間の財務

報告に係る内部統制評価制度をベースにした提言

がなされました。その後、地方公共団体における

内部統制の整備・運用に関する検討会が総務省内

に設置され、2014 年２月に報告書がまとめられ、

①最低限評価すべき対象として「財務事務執行リ

スク」、②長による毎年の内部統制状況評価報告

書、③監査委員による内部統制状況評価報告書の

監査、を含む制度設計案が提言されました。そし

て 2016 年３月、第 31 次地方制度調査会が、こ

の制度設計案をベースにした内部統制制度の導入

の答申をいたしました。

　2017 年６月に自治法改正案が成立して、内部

統制制度が導入されました（スライド 18）。こ

れは自治法の第 150 条ですけれども、その内容

は後で説明をいたします。自治法改正を受けて、

2017 年 10 月に総務省内に地方公共団体における

内部統制・監査に関する研究会が設置され、内部

統制部会で、「手順書」としてのガイドラインの

作成に着手し、2019 年３月に総務省から「地方

公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイ

ドライン」が公表されました。そして2020年４月、

内部統制制度が施行されたということです。

スライド 17 スライド 18
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（２）民間企業の内部統制制度
　内部統制制度について、民間企業との比較を少

し行ってみたいと思います。

まず民間企業では、会社法と金融商品取引法とが

それぞれ定める２つの内部統制制度があります

（スライド 19）。

①会社法が定める内部統制
　会社法ではどういうことが書いてあるのかとい

うと、「取締役会は、次に掲げる事項…の決定を

取締役に委任することができない」、すなわち、「取

締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること

を確保するための体制その他株式会社の業務…の

適正を確保するために必要なものとして法務省令

で定める体制の設備」は取締役会の責任であると

いうことを定めています。これを内部統制制度と

呼んでいるのですが、要するに内部統制を一取締

役に委任することはできないということが記載さ

れているわけです。

②金融商品取引法が定める内部統制
　これに対して、金商法が定める内部統制は、ア

メリカのいわゆるＳＯＸと呼ばれている財務報告

に係る内部統制の評価制度です。すなわち金商法

第 24 条の 4 の 4 は、「当該会社に係る財務計算

に関する書類その他の情報の適正性を確保するた

めに必要なものとして内閣府令で定める体制につ

いて…評価した報告書（内部統制報告書）を有価

証券報告書…と併せて内閣総理大臣に提出しなけ

ればならない」と定めています。そして、第 193

条の２では、内部統制報告書に対して、公認会計

士または監査法人の監査証明を受けるという制度

を定めています。

　なお、これから説明します地方公共団体の内部

統制制度の条文では、このスライドの会社法、金

商法の赤で示した下線部分とほとんど同じ言葉が

使われております。

（３）地方公共団体の内部統制制度
　地方公共団体の内部統制制度を定めた自治法第

150 条には、第１項で、「都道府県知事及び…指

定都市…の市長は、その担任する事務のうち次に

掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、

適正に行われることを確保するため」に必要な体

制を整備しなければいけないということが書いて

あります（スライド 20）。

　ここで問題となるのは、後ほど詳しく説明いた

します第１項１号です。財務に関する事務は、必

ず対象としなければならないと定めています。

　それから第４項は、知事、市長等は毎会計年度

少なくとも１回以上、整備した体制について評価

した報告書を作成しなければならないと定めてい

ます。

　そして第５項では、前項の報告書を監査委員の

審査に付さなければならないことが規定されてい

ます。

スライド 19 スライド 20
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（４ ）民間の内部統制制度（会社法、金融商
品取引法）との比較

　自治法の内部統制制度、それから民間の内部統

制制度（会社法、金融商品取引法）のそれぞれの

条文を比較してみますと、次のことが言えるので

はないかと思います（スライド 21）。

　まず条文ですが、両者同様の文言が使われてい

ます。自治法第 150 条の第１項は先ほど見たよ

うに、長の内部統制の整備責任を定めているので

すけれども、これは会社法の規定と極めて似てお

ります。

　それから自治法第 150 条の第４項。これは長

が内部統制を評価するというところですが、これ

は金商法の条文に似ております。

　また、自治法第 150 条の第５項。評価報告書

の審査は、金商法の公認会計士、監査法人の監査

証明を受けるという条文に似ているわけです。

　しかしながら、自治法それから会社法、金商法

では、それぞれの背景やねらいが大きく異なりま

す。すなわち自治法第 150 条は、適正な事務執

行の確保をねらいとしています。これはなぜかと

いうと、いわゆる地方分権の推進のために必要な

のです。要するに、国から地方にいろいろな権限

を渡していくには、その権限に対応して自治体が

自らの責任で内部統制をしっかり強化しないとい

けないということが背景になっているわけです。

　これに対して民間の会社法の内部統制は、取締

役の責任の明確化がねらいです。これは、いわゆ

る大和銀行事件が背景となっており、事故が発生

した分野を直接管理していない取締役が、自分の

担当ではないことから責任を免れようとしても、

取締役会のメンバーとしてそういう言い逃れを許

さないようにするため、取締役の責任を明確化す

るという目的があります。また、金商法の内部統

制制度には、ご存じのように財務報告の信頼性の

確保、投資家保護という目的があるわけです。

（５）地方自治法第１５０条の変遷
　地方自治法第 150 条は、1999 年以前、次のよ

うなことを規定していました（スライド 22）。す

なわち、普通地方公共団体の機関委任事務は、国

の機関として処理する事務ですけれども、それに

関して、都道府県知事は主務大臣、市町村長は都

道府県知事の指揮監督を受けることを定めていた

のです。自治体の長は、国あるいは都道府県から

指示を受けるということが記載されていたわけで

す。それが、1999 年の地方分権一括法によって

削除されました。

　そして、今般自治法改正で、内部統制制度が

この第 150 条を使って定められました。これは、

地方分権を推進していくために求められる自治体

の適切な事務執行を確保するために、長に内部統

制体制を有効に整備・運用する権限と責任がある

ことを法的に明らかにしたものです。したがって、

この自治法第 150 条の変遷の背景には、地方分

権へと向かう大きな流れがあるということが言え

ると思います。

スライド 22スライド 21
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（６）地方自治法第 150 条をめぐる課題
　次に、自治法第 150 条をめぐる課題を２点お

話しさせていただきます。

①�「財務に関する事務」と内部統制フレーム
ワークとの関係

　財務に関する事務は、内部統制の対象として必

須であると法に定められていますが、それと内部

統制のフレームワークとはどのような関係にある

のかというのが１点目です（スライド 23）。

　これについては、民間と同様に、財務報告に係

る内部統制の評価制度なのだと解釈する見解があ

りました。要するに、図１に示す網かけ部分を評

価する制度であるとの説です。ところが、財務に

関する事務というのは、内部統制の目的の面では

なく、図２のように、内部統制の単位であろうと

いうのが私の考えです。つまり、財務に関する事

務を対象に、目的が財務を含む報告の信頼性のみ

ならず、業務の有効性・効率性、法令等の遵守、

資産の保全、この全てに対して内部統制を評価す

るという制度であると考えます。

　したがって、地方自治体の内部統制の評価制度

は、民間の財務報告に係る内部統制評価制度より

も、その対象ははるかに広いものになっているの

だと思います。

②体制整備と評価・審査との関係
　課題の２点目は、体制整備と評価・審査との関

係です（スライド 24）。民間においては、会社法

に基づく体制整備と、金商法に基づく評価とは切

り離されているため、会社法の規定に基づいて定

めた体制が全て評価及び監査の対象となるわけで

はありません。しかし、地方自治法は、内部統制

の整備と評価を一体的に規定したことから、自治

法第 150 条１項に基づいた方針や体制は全て第

150 条４項、５項の評価・審査の対象になります。

少なくとも財務に関する事務は、体制・整備の対

象にしなければならないのですが、その他必要に

応じて、例えば情報管理に関する事務なども１項

に基づく方針において内部統制の対象と定めれ

ば、評価・審査の対象となるのです。したがって、

財務に関する事務だけでも対象は広く、評価・審

査実務の負担増が懸念される中、さらにそれを自

ら拡大することにはためらいを覚える自治体も多

スライド 23
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く、法の意図する内部統制の段階的発展にはマイ

ナスの作用が働く仕組みになっているのではない

かという問題があると考えています。

　これら課題のある自治法第 150 条をベースに

して、今後自治体における内部統制を発展させて

いくためには、評価及び審査に係る実務の負担を

どのように軽減し、効率的かつ効果的なものにし

ていくかがキーポイントになると思います。

（７）地方公共団体における内部統制の実務
地方公共団体における内部統制の実務について、

その概要を見ていきたいと思います。これからご

説明する内容は、2019 年３月に公表された「地

方公共団体における内部統制の導入・実施ガイド

ライン」から重要な点を抜粋して記載したもので

す。

①内部統制の定義、基本的な枠組み
　まず、内部統制の定義、基本的枠組みについ

ては、スライドに記載のとおりです（スライド

25）。この基本的枠組みについては、いわゆるＣ

ＯＳＯ（トレッドウェイ委員会支援組織委員会）

の内部統制のモデルをベースにした民間企業にお

けるものと同じで、大きな差異はありません。

②方針の策定・公表
　次に、方針の策定・公表については、まず内部

統制の対象として、財務に関する事務は必須とし

ています（スライド 26）。ところが、その財務に

関する事務とはどういう定義がなされているのか

というと、自治法第２編第９章に規定されている

事務で、これには予算の執行、収入、支出、契約、

現金・有価証券の出納保管、財産管理等の事務が

あり、非常に広範です。この全てを包含するのが

財務に関する事務なのです。

③体制の整備
　体制の整備については、内部統制の執行部門は、

推進部局と評価部局をできれば別々に設置するの

が望ましいというガイドラインになっています。

また、業務レベルのリスク対応策の整備として、

「リスク評価シート」というものをガイドライン

で示しております。これは、いわゆるリスク・コ

ントロール・マトリックスで、民間の内部統制評

価と同じく、内部統制を文書化し、見える化する

目的で作成されるものです。

④内部統制の評価
　内部統制の評価については、まず評価方法とし

て、全庁的な内部統制、それから業務レベルの内

スライド 25

スライド 26

スライド 24



講　演　１

22 内部監査 No. ９

部統制の評価を行うとしており、このあたりにつ

いては、民間の財務報告に係る内部統制評価のガ

イドラインと大きな違いはありません（スライド

27）。

　次に、内部統制の有効性判断については、評価

基準日（基本的には年度末）において、整備上の

重大な不備が存在する場合、または運用上の重大

な不備が存在する場合、内部統制は有効に整備・

運用されていないと判断するとしています。

　整備上の重大な不備の定義は、整備上の不備の

うち、著しく不適切であり、大きな経済的・社会

的な不利益を生じさせる蓋然性が高いものという

漠然としたものになっています。

　民間と比較して大きな違いは、運用上の重大な

不備です。民間の内部統制評価であれば、内部統

制が整備されたとおりに運用されているかどうか

をテストするわけですが、自治体の内部統制の運

用上の評価については、不適切な事項が実際に発

生したことにより、結果的に大きな経済的・社会

的不利益を生じさせた場合に、運用上の重大な不

備という定義をしているわけです。

　これはどういうことかというと、内部統制の運

用上の有効性評価のためのサンプルテストはする

必要がない、つまり、整備した内部統制が有効に

運用されていなくとも、結果的に大きな不利益が

生じなければ、運用上の不備なしと判断するとい

うことです。ここが民間の内部統制の評価と大き

な違いがあるところです。恐らく、内部統制制度

の導入に伴う個々自治体の負担増に対して反発が

出ることに配慮した結果であろうと思いますが、

その適否については議論のあるところかと思いま

す。

⑤内部統制評価報告書の作成
　次に、内部統制評価報告書の作成です。報告書

の記載事項はスライドに記載のとおりですが（ス

ライド 28）、重要な点は、まず内部統制の整備・

運用に関する長の責任を明記すること、そして評

価結果については、内部統制が有効に整備されて

いる、あるいはされていないことを記載するとい

うことです。このあたりは、民間のものと大きな

違いはないだろうと思います。

⑥内部統制評価報告書の審査
　次に、内部統制評価報告書の審査です（スライ

ド 29）。長が作成した内部統制評価報告書につい

て、監査委員は、評価手続に係る記載、そして評

価結果に係る記載について審査します。すなわち、

監査委員は、長の評価報告書を対象にして審査す

るということで、内部統制の有効性を自ら直接テ

スライド 27

スライド 28 スライド 29
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ストして評価するという、いわゆるダイレクトレ

ポーティング制度ではないということです。この

点は、民間の財務報告に係る内部統制の監査と同

じです。

　そして審査意見書には、審査に当たり準拠した

基準、ガイドラインを明記し、審査意見として、

評価手続及び評価結果の記載が相当であるか否か

を記載します。

（８ ）内部統制評価・審査のスケジュール
　内部統制評価・審査の実務スケジュールですが

（スライド 30）、内部統制制度を定めた改正自治

法の施行が 2020 年４月なので、評価対象の初年

度は、2020 年度になります。内部統制制度の対

象となる団体の多くは、2020 年度の評価報告書

を 2021 年の夏頃に作成し、監査委員に提出。監

査委員がそれを審査し、長は自らの評価報告書に

監査委員の審査意見を付けて、2021 年の秋頃に

議会に提出。そして市民に公表するという日程に

なったかと思います。総務省の調査によると、そ

の後も大半の団体では、内部統制評価報告書を８

月までに作成し、９月議会に提出している状況に

なっています。

５ ．地方独立行政法人の内部統制と内部監査

（１）地方独立行政法人とは
　最後に、地方独立行政法人の内部統制と内部監

査の話をいたします。まず、地方独立行政法人の

定義ですが、これは地方独立行政法人法によって、

スライドに示すように定められています（スライ

ド 31）。重要なポイントは、「公共上の見地から

…確実に実施されることが必要な事務及び事業」

であること、しかし、「地方公共団体が自ら主体

となって直接に実施する必要のないもの」で、「効

率的かつ効果的に行わせることを目的」として「地

スライド 30

スライド 31
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方公共団体が設置する」法人であるという点であ

ります。

（２）地方独立行政法人の設立状況
　地方独立行政法人は、令和６年４月時点で全国

に 165 あります（スライド 32）。その約半数が大

学で 84。また主として事業の経費を当該事業の

収入をもって充てる公営企業型の法人は 66 で、

その大半は病院です。その他に、試験研究、社会

福祉、博物館、動物園などが地方独立行政法人と

して設立されています。このような地方独立行政

法人の規模はさまざまですが、大規模自治体が設

立するものの中には、職員 4,000 人、総資産 1,000

億円以上というたいへん大きな法人もあります。

（３）内部統制システムの整備
　地方独立行政法人の内部統制システムの整備で

すが、2017 年の地方独立行政法人法の一部改正

で、「業務方法書には、…地方独立行政法人の業

務の適正を確保するための体制の整備に関する事

項…を記載しなければならない」と定められまし

た（スライド 33）。

　この業務の適正を確保するための体制が、いわ

ゆる内部統制システムです。そして、内部統制シ

ステムのモニタリング要素の１つとして、内部監

査担当室の設置が求められており、2018 年４月

以降、地方独立行政法人は業務方法書で内部監査

担当室の設置とその運営に関することを定めるこ

とになっています。しかし、地方独立行政法人の

内部監査は歴史が浅く、まだまだ発展途上の状況

だと思います。

（４）内部監査の必要性・重要性・有用性
　地方独立行政法人は、地方公共団体の行政活動

のうち、一定の事務事業を分離し、これを担当す

る機関に独立の法人格を与えて、各法人の自主

性、自律性の下、企業的経営手法によって業務の

効率的かつ効果的な遂行を図ることを目的とする

制度です。したがって、民間企業と同様、自ら業

務の適正を維持、改善していく仕組みのひとつと

して、内部監査機能が必要となるのです（スライ

ド 34）。

　また、地方独立行政法人が行う事業は、住民の

生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の

見地から確実に実施されることが必要なものであ

るため、その目的達成に貢献する内部監査の機能

発揮は、一般企業以上に重要なものであると言え

るのではないかと思います。

　さらに、地方独立行政法人の内部監査が有効に

機能していることは、設立した地方公共団体によ

スライド 33 スライド 34

スライド 32
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る管理、監督という点からも有用です。地方公共

団体による監査においては、まず、地方独立行政

法人の内部監査の有効性を評価し、それに依拠で

きる程度に有効に機能している状態が理想である

と考えます。

（５ ）内部監査の充実および機能発揮ための
ポイント

　地方独立行政法人の内部監査の充実及び機能発

揮のためのポイントですが、地方独立行政法人

は、企業的経営手法により運営される組織体です

ので、基本的には民間企業における内部監査と同

様の方法で整備、運営していくべきかと思います。

その場合に重要と考えるポイントを体制の整備、

監査要員、部門運営に分けて、具体的にお話をし

てまいります（スライド 35）。

①体制の整備
　内部監査の体制整備においては、まず、内部監

査の実務における基本原則を示した監査基準を理

解し、それに従って内部監査部門の目的、権限及

び責任についての基本事項を定める必要がありま

す。具体的には民間企業で一般的に用いられてい

る内部監査人協会（ＩＩＡ）の「グローバル内部

監査基準」、または日本内部監査協会の「内部監

査基準」に従って内部監査の基本規程を策定する

ことが適当かと思います。

　次に、内部監査体制において重要な点は、独立

性・客観性の確保です。そのためには、内部監査

部門長は、経営のトップと直接の報告ラインを持

つ必要があります。地方独立行政法人においては、

理事長に直属する関係を構築することがポイント

になると思います。また、経営部門からのさらな

る独立性・客観性の強化を図るため、監事、さら

には地方公共団体の長との報告ラインを持つこと

も検討に値する点かと思います。

②監査要員
　監査要員については、法人の規模に応じた人数

が必要ですが、重要な点は、その専門的能力です。

監査対象に関する業務知識のほか、監査実務の知

識と経験が必要だと思います。しかし、スタート

したばかりの内部監査部門において、このような

専門的能力を有する職員を集めることは多くの場

合困難ですので、職員が専門性を身につけるまで

外部の専門家を活用し、内部監査業務をアウト

ソーシングあるいはコ・ソーシングすることも有

効な方法かと思います。

③部門運営
　最後に、部門運営についてですが、重要なポイ

ントは、リスクベースによる監査計画を策定する

ことです。すなわち、限られた人数、予算で、効

率的・効果的な監査を行うためには、年間監査

計画を策定する際、リスク評価を実施して、リス

クの高い分野を監査対象に選定することが重要で

す。また、民間企業と同様、内部監査、監事、会

計監査人といういわゆる三様監査の相互連携も効

率的・効果的な監査の実現において重要なポイン

トであると思います。

おわりに

　最後に参考資料を掲載しておきました（スライ

ド 36・37）。

　自治体の監査制度・監査体制については、１番

スライド 35
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の第 31 次地方制度調査会の小委員会の資料にコ

ンパクトにまとめられております。監査基準につ

いては、４番の総務省が示した「監査基準（案）」「実

施要領」が総務省のホームページで入手可能です。

　また、2024 年に改訂され 2025 年１月より適

用となるＩＩＡの「グローバル内部監査基準」は、

６番に示したＩＩＡのサイトから入手できますの

で、興味のある方はぜひご覧になっていただきた

いと思います。

　地方公共団体における内部統制については、

11 番の総務省の研究会が示した「地方公共団体

における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」

の改定版がホームページで入手可能ですので、ご

覧になっていただきたいと思います。

　以上で、私の講義を終わりにしたいと思います。

ご清聴ありがとうございました。

スライド 36

スライド 37
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山下　二郎（やました　じろう）

公益財団法人日本内部監査研究所 研究員、
公認内部監査人（ＣＩＡ）、内部統制評価指導士（ＣＣＳＡ）、
公認金融監査人（ＣＦＳＡ）、公認リスク管理監査人（ＣＲＭＡ）、
公認公的部門監査人（ＣＧＡＰ）、英国勅許公共財務会計士 （ＣＰＦＡ）、
公認不正検査士（ＣＦＥ）、経営管理修士（ＭＢＡ）

内部監査人協会（ＩＩＡ）公的部門監査ガイダンス策定委員会 国際委員（2018 － 2021 年）、元大
阪市行政委員会事務局長、元大阪府監査委員事務局長、元ＡＩＧジャパンホールディングス（株）
内部監査担当執行役員。

米系の大⼿多国籍保険グループであるＡＩＧにおいて、34 年間にわたり、主にＩＴ、経理財務、監
査の三分野の職務に携わる。内部監査の分野では、ガバナンス先進国である欧米の内部監査機能を
学び、国内ＡＩＧ傘下保険会社の内部監査組織の再構築と内部統制の強化に取り組んだ。2015 年
には、企業における内部監査の専門的知識と経験を生かし、パブリックセクターの内部統制やガバ
ナンスの改善、強化に貢献すべく、変革を目指す自治体である大阪府の職員に転身し、監査委員事
務局長の職を務めた。その後、大阪市にて行政委員会事務局長の職に就き、2020 年３月まで監査
事務の他、人事委員会事務、 選挙管理委員会事務を統括した。
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地方創生ＳＤＧｓと内部監査
 ―ＤＸ政策への対応を中心として―

紺野　　卓
日本大学�商学部�教授：法学博士（筑波大学）

講 演 ２

〈講演骨子〉

　2014 年に、地方創生関連２法案が可決・

成立して以降、この 10 年間にわたり、政府

は地方創生に関連する政策を強力に推し進め

てきた。これにともない、例えば、デジタル

田園都市国家構想交付金等の名称で、地方自

治体には多額の交付金が配分されてきてい

る。

　2024 年 11 月８日、石破首相が本部長を務

める「新しい地方経済・生活環境創生本部」

では、同交付金の名称を変更し、さらに拡充

するとしている。政府のこのような意気込み

とは裏腹に、これら事業の実際の効果は明ら

かとはなっていない。それどころか、交付金

事業は、自治体に対して、単にキャッシュイ

ンフローのプラスの効果だけをもたらすわけ

ではなく、場合によっては、マイナスの影響

が懸念されるケースも見られる。

　本講演では、政府が推し進める地方創生

ＳＤＧｓを１つの切り口としながら、また、

はじめに

　ご紹介いただきました日本大学の紺野と申しま

す。どうぞよろしくお願いいたします。まずは、

このような貴重な機会をいただきましたことを心

より御礼を申し上げます。

　私からは「地方創生ＳＤＧｓと内部監査―ＤＸ

政策への対応を中心として―」ということで、今

政府が強力に推し進めております地方創生の政策

に関しまして、とりわけその中心であるＤＸの政

策について、内部監査でどのような対応が必要な

のか、求められる機能を考えていきたいと思いま

す。

2020 年度以降から法定化された内部統制制

度も勘案しつつ、さらには、今後、官民問わ

ずに進行すると予想されるジョブ型人事推進

の視点も含めて、地方自治体に求められる「内

部監査機能」の充実の必要性について検討を

加える。
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＜本講演の趣旨＞
　資料が多くなりましたので、一個一個全てお話

しするというよりも、ポイントをお話しすること

になるかと思います。

　まず、本講演の趣旨としまして（スライド１）、

地方自治体は地方創生ＳＤＧｓ政策の内容を正確

に理解し、地方分権の趣旨も踏まえた上での「自

立性」を持った的確な意思決定が必要とされる局

面にあるのだろうと思います。これはこの後も出

てくる非常に重要なキーワードになると思いま

す。

　本講演では、地方創生政策の開始からちょうど

10 年経った今、これを概観しつつ、2020 年度か

ら導入された「内部統制制度」の視点も踏まえて

「内部監査機能」の充実の必要性について、以下

のとおり（スライド１）検討を加えていきます。

　まず１番目。政府が進める地方創生ＳＤＧｓ政

策、これは地方創生とＳＤＧｓをくっつけた造語

ですが、その政策の中心にありますＤＸ政策に係

るさまざまなリスクについて検討を加えること。

これも非常に重要なポイントになると思います。

各自治体にかなりの額のＤＸ交付金が交付されて

いますが、これについてプラスの効果だけではな

い、マイナスの影響につきましても、とりわけ自

治体トップは認識しないといけないし、監査委員

の先生方も認識しないといけません。さらにトッ

プマネジメントを支援するという意味での内部監

査機能が今後は必要とされる局面にあるのだろう

という話をしていきます。

　そういうことで２番目。ＤＸ政策では、自治体

に多額のデジタル交付金が交付されております。

こういった交付金事業につきましては、３番目、

補助金適正化法というのが適用されます。実を言

いますと、この補助金適正化法違反というのが、

元々の内部統制制度が導入されるきっかけであり

ました。後述しますが、2010 年会計検査院報告

の中で内部監査機能の充実の必要性というものが

出てきますので、これについても触れさせていた

だきたいと思います。

　そして４番目。適正な内部統制の整備・運用の

必要性、さらに一歩進んで、上場会社にあるよう

な、内部監査機能の充実の必要性が指摘できるの

だろうという、以上のような順番でお話ししてい

きたいと思います。

１．地方創成ＳＤＧｓ政策の概要とリスク 

（１）そもそも地方創成とは何か？
　そもそも地方創生とは何であるかということ

ですけれども（スライド２）、これは 10 年前、

2014 年の安倍政権下で「まち・ひと・しごと創

生法案」及び「地域再生法」の地方創生関連２法

案が可決・成立しました。現総理大臣である当時

の石破担当大臣は、その意義について、「我が国は、

世界に先駆けて人口減少・超高齢化社会を迎えて

います。地方創生を成し遂げて、最初にこの問題

スライド１ スライド２
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に対する答えを見いだしてまいります」、「このた

びの２法案の成立は、この「待ったなし」の課題

の打開に向けて、大きな一歩を踏み出すものです」

と述べています。

（２）ＳＤＧｓとは何か？
　では、次のスライドに移ります。ＳＤＧｓとは

何なのか？外務省はＳＤＧｓにつきまして、次の

ように説明しております（スライド３）。

　ＳＤＧｓとは、日本で地方創生関連２法案が可

決・成立した翌年の 2015 年９月の国連サミット

で、加盟国の全会一致で採決された 2030 年まで

に持続可能でよりよい世界を目指す国際目標で

す。

　多くの方にご認識いただいていると思います

が、ＳＤＧｓは 17 のゴール・169 のターゲット

から構成され、地球上の「誰一人取り残さない」

ことを誓っています。この言葉はまさに我が国も、

デジタル田園都市国家構想で使っており、これら

をうまく利用しながら地方創生を成し遂げていこ

うとしております。デジタル田園都市国家構想に

ついては、このあと説明させていただきます。国

連マターでもあり、ＳＤＧｓの担当は当然外務省

ということになります。

（３）ＳＤＧｓ実務指針
　さらに翌年の 2016 年５月、ＳＤＧｓ実務指針

では、外務省だけではなく、内閣総理大臣を本部

長、内閣官房長官と外務大臣を副本部長、その他

大臣を構成員とするＳＤＧｓ推進本部を設置する

ことを閣議決定しております（スライド４）。

　そして同じく 2016 年 12 月 22 日、第２回の会

合では、「持続可能な開発目標実務指針」（ＳＤＧ

ｓ実務指針）を決定したことを公表しています。

このＳＤＧｓ実務指針は、スライドの３つ目の黒

丸に書いてあるとおり、2023 年 12 月 19 日に改

定されております。

　この実務指針の中の「３．実施に当たっての実

務指針」で、「地方においては、地方創生ＳＤＧ

ｓやＳＤＧｓ未来都市、広域連携ＳＤＧｓモデル

事業…を通じて持続的成長への取組をより強力に

後押ししていく。また、デジタル田園都市国家構

想も踏まえ、インフラやサービスの水準の維持・

向上を通じて、国土の均衡ある発展に取り組む」

と述べています。

（４）地方創生ＳＤＧｓとＤＸの推進
　では、次のスライドにいきます。地方創生ＳＤ

ＧｓとＤＸの推進は、地方創生ＳＤＧｓを達成す

るためのＤＸの推進と読み替えることができると

思います。内閣府は「地方創生ＳＤＧｓ」を以下

のとおり説明しています（スライド５）。

　２つ目の黒丸です。「ＳＤＧｓの 17 のゴール、

169 のターゲットを活用することにより、行政、

民間事業者、市民等の異なるステークホルダー間

で地方創生に向けた共通言語を持つことが可能と

なり…」とあるとおり、これが１つのメリットで

スライド３

スライド４



講　演　２

32 内部監査 No. ９

す。そして、「これらによって、地方創生の課題

解決を一層促進することが期待されます」。この

政策の中心的課題が「自治体ＤＸ」の推進と言え

ます。

　その後、岸田政権下の 2021 年 11 月 9 日、コ

ロナ禍の中、政府は地方からデジタルの実装を進

め、新たな変革の波を起こし、地方と都市の格差

を縮める等の目的の実現に向けて、「デジタル田

園都市国家構想実現会議」を開催することを公表

しました（スライド６）。

　そして 2021 年 12 月 28 日、第２回会議におけ

る担当大臣提出資料で、「産官学の連携の下、地

方が抱える課題をデジタル実装を通じて解決し、

誰一人取り残されず全ての人がデジタル化のメ

リットを享受できる心豊かな暮らしを実現。…持

続可能な経済社会を目指す」と説明しています。

（５ ）ＤＸ推進の必要性の認識：コロナ禍の
影響

　ここから徐々に、ＤＸに関わるリスクというも

のも認識していく必要があろうと思います。ただ、

コロナ禍ということもあり、この時点ではＤＸの

推進が適切な対応だったのだろうと思います。　�

　スライドの一番上です（スライド７）。2020 年

初頭から続きましたコロナ禍の影響は大きく、例

えば政府が「コロナウイルス感染症緊急経済対策」

として決定しました国民１人 10 万円の特別定額

給付金支給事業では、基礎自治体（市町村）にお

きましては、アナログ的な事務作業で給付金の支

給遅延が全国で起こるなど、ＤＸ推進の必要性は

国民に広く認識されるに至ったと思います。特に、

住民１人１人と銀行口座をひもづける作業は極め

てアナログ的な作業であったため支給が遅れてい

るという場面がよくニュースで報道されました。

そういう点でＤＸの必要性が強く認識されたのだ

ろうと思います。

　しかしながら、この問題が発生する以前から、

自治体に提出する各種書類の署名や押印の必要性

の有無、あるいは行政手続のたびに行政機関の窓

口に出向く必要性など、皆さんも恐らく経験があ

ると思いますが、住民の利便性の障害となる課題

はこれまでも数多く指摘されてきました。

　結果として、コロナ禍はこの認識を一層強める

きっかけになったと評することができると思いま

す。ただ、自治体のデジタル化を進めていく上で、

やはり何らかのリスクがあるだろうと政府も国も

認識していると思います。それが、次のスライド

です。

スライド５

スライド６

スライド７
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（６）デジタルガバメント実行計画
　「デジタルガバメント実行計画」は、2020 年

12 月 25 日に閣議決定された内容になります。

① �4.6�情報システムに関する技術トレンドへ
の対応

　「4.6�情報システムに関する技術トレンドへの

対応」では（スライド８）、「情報システムは、汎

用技術の組合せにより整備されており、日々変化

する技術トレンドに対応していくことが重要であ

る。現状、どのような技術を採用するかは情報シ

ステムごとに判断されているが、技術トレンドに

対応した製品・技術の選定や情報セキュリティ対

策の最新化に対して」、はっきりと次のように言っ

ています。「政府全体としてのガバナンスが効き

にくくなっている」。続いて、「今後、民間の人材・

知恵やオープンな技術を活用しつつ徹底した見直

しを行うことで、事業者の提案への過度の依存に

よる、いわゆるベンダーロックインから脱却する

とともに、今後主流になると考えられる技術の導

入を進めていく」としています。

② �5.1.1�デジタルインフラの整備及び運用に
係る予算の一括要求

　また、「5.1.1�デジタルインフラの整備及び運用

に係る予算の一括要求」では、「情報システム関

係予算には、他分野の予算には見られない、以下

に代表されるような特殊性がある」として以下の

内容を列挙しています（スライド９）。

　「①重複投資や情報システム間の不整合を避け、

政府全体での最適投資を目指す必要がある」。「②

過剰スペックの要求や曖昧な作業発注、事業者の

見積結果の分析不足等の要因による経費の高止ま

りが生じやすい」。やはり、自治体としてＤＸベ

ンダーを使う場合には、委託者としての責任があ

ると読み替えられます。委託者責任というのは後

でまた出てきます。「③安定的な運用を最優先す

る結果、現行の事業者に依存する傾向が強く、競

争入札を実施しても特定の事業者のみが受注を繰

り返す「ベンダーロックイン」が生じやすい」。

いろいろな自治体の方とお話ししますが、現状こ

れはもう起こっているのだろうと思います。

（７ ）官公庁における情報システム調達に関
する実態調査報告書

　こういう状況に対しまして、公正取引委員会も

競争政策という視点から当然目を光らせているわ

けで、2022 年２月に「官公庁における情報シス

テム調達に関する実態調査報告書」を出しており

ます（スライド 10）。

　ポイントを少し見ますと、１つ目、「現在、新

型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等によ

り、行政のデジタル化の推進が喫緊の課題」とあ

り、これはそのとおりです。さらに　2つ目、「公

正取引委員会は、こうした政府全体の取組を踏ま

えつつ、競争政策の観点から、今後の情報システ

スライド８ スライド９
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ム調達について、ベンダーロックインが回避され

ることなどにより、多様なシステムベンダーが参

入しやすい環境を整備することが重要であるとの

認識の下、…調査を実施した」ということが書か

れております。公正な競争が必要だということを

見ているわけです。

　では、次にいきます。これも公正取引委員会の

報告書からの抜粋です（スライド 11）。「情報シ

ステム調達において、官公庁側にＩＴ人材がいな

いなどの事情により、官公庁とベンダーの間で、

ＩＴ技術に関する知識や情報システム調達の経験

に差がある場合、官公庁はベンダーと対等な立場

で話合いをすることができないため、情報の非対

称性によりベンダーロックインが発生しやすい状

況となり得る」と言っています。「他方、官公庁

側に十分な知見があれば」、当然そういったこと

は避けられて防止することができるということも

付記されております。

　そう考えますと、やはりＤＸベンダーに対する

適切なコントロールの必要性が指摘できるのだろ

うと思います。例えば、自治体がＤＸベンダーに

発注した仕様書が曖昧であったり、あるいは過剰

なスペックを要求してしまったり、ベンダーから

の提案に安易に乗ってしまったりなど、発注内容

に対して適切なものが出来上がってこなかった場

合には、これは委託者の責任ということになりま

す。

　委託者責任を明確に判示した裁判例として、野

村ホールディングスとＩＢＭの事件があります。

野村ホールディングスが証券売買システムをＩＢ

Ｍに発注したのですが、納期までに予定されたも

のが出来上がってこなかったということで、野村

ホールディングスがＩＢＭを訴えたという裁判で

す。結果的に、ＩＢＭが勝訴しました。野村ホー

ルディングスの発注の仕方、つまり「こういう機

能をつけてくれ」などと途中で仕様が変わってい

き、納期までに出来上げることができなかった。

この判決は、委託者としてしっかりとした発注が

必要だったということを判示しています。これは、

自治体と現状のＤＸベンダーにおいても同じよう

なことが言えるかと思います。

（８）デジタル社会形成基本法
　次は、少し法律を見てみたいと思います。自治

体のＤＸの推進につきましては、「民間」を使わ

ないということは想定されていないということ

が、「デジタル社会形成基本法」ではっきりとわ

かります（スライド 12）。

　2021 年９月１日、デジタル庁の設置を含む「デ

ジタル社会形成に関する基本法」が施行されまし

た。同法は、我が国、ひいては自治体におけるＤ

Ｘ推進の基本法にあたるため、同法の理解は欠か

せません。

　まず第１条に目的が書いてあります。「…デジ

タル社会の形成に関し、基本理念及び施策の策定

に係る基本方針を定め、国、地方公共団体及び事

スライド 10 スライド 11
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業者の責務を明らかにし、…国民の幸福な生活の

実現に寄与することを目的とする」。

　非常に注目できるのが、第９条になります（ス

ライド 13）。このような重要な内容が第９条に

入っているとは認識せずに読み飛ばしてしまいそ

うですが、実は、第９条ではっきりとこう言って

います。「デジタル社会の形成に当たっては、民

間が主導的役割を担うことを原則とし、国及び地

方公共団体は、民間の知見を積極的に活用しなが

ら、…民間の活力が十分に発揮されるための環境

整備」等を行わないといけないと。そもそも今の

ＤＸの推進につきましては、自治体が単独で進め

られるものではなくて、やはり官民協働で進めて

いくというのが原則になっています。

　民間のＤＸベンダーが駄目だとかそういうこと

ではなくて、民間のＤＸベンダーを利用する際に

おきましても、当然ながらそれは内部統制の中核

に外部人材が入ってくることになりますので、適

切なコントロールが必要だということは自明かと

思います。

（９）自治体ＤＸ全体手順書（第 3.0 版）
　では、具体的に総務省は自治体のＤＸを進めて

いく上でどのように考えているのか。「自治体Ｄ

Ｘ全体手順書」を見るとよくわかりますが、これ

は何回か版を重ねておりまして、2024 年 4 月 24

日に第 3.0 版まで進んでおります。ここでは、自

治体におけるＤＸ推進の具体的指針を示しており

ます（スライド 14）。

　まずステップ０は、「ＤＸの認識共有・機運醸

成」。まず重要なのは、「ＤＸは重要である」とトッ

プがしっかりと認識して、トップが旗を振って、

その機運を高めていって、全庁的にその内容の認

識を共有していくということです。これは、内部

統制で言うところの統制環境と同様です。

　次にステップ１、「全体方針の決定」。これは、

内部統制の方針を決定するのと同様です。そして

ステップ２は「推進体制の整備」。ステップ３は「Ｄ

Ｘの取組の実行」。

　この第 3.0 版は、実はステップ２の課題に対す

る方策に全体のほとんどの分量が費やされていま

す。具体的には、組織体制、内部人材の育成及び

外部人材の活用についてです。

　すなわち、現時点でＤＸ専門人材の確保が、Ｄ

Ｘ推進の大きな課題となっていることが確認でき

ます。

（10）自治体ＤＸ推進計画
　では、次のスライドです。これは、総務省が

スライド 12

スライド 13

スライド 14
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2024 年４月 24 日に出しました「自治体ＤＸ推進

計画」と言われる、先ほどとはまた別の資料にな

ります（スライド 15）。

　「今回のＤＸの取組は、極めて多くの業務に関

係する取組を短期間で行おうとするものであるこ

とから、以下の役割を参考として、全庁的・横断

的な推進体制とする必要がある。具体的な取組に

先んじて、速やかに体制整備に着手することが望

まれる」とあります。

　何と言っても一番重要なのは首長で、これは内

部統制と同様です。スライドにアンダーラインを

引いてありますが「首長自らがこれらの変革に強

いコミットメントを持って取り組む」ということ

が重要であるとしています。

　そして、「首長の理解とリーダーシップの下、

最高情報統括責任者（ＣＩＯ）を中心とする全庁

的なＤＸ推進体制を整備する。ＣＩＯは、言わば

庁内マネジメントの中核であり、…副市長等であ

ることが望ましい」と総務省は言っています。た

だ、副市長がＤＸに詳しいかどうかは、それは少

し別問題だろうと思いますので、具体的なところ

は次のスライドでお話しします。

①組織体制の整備
　「ＣＩＯ補佐官等」というのが、総務省の「自

治体ＤＸ推進計画」の中で出てきます（スライ

ド 16）。「ＣＩＯを補佐する体制を強化するため、

ＣＩＯ補佐官等の任用などの取組を進める。また、

ＣＩＯのマネジメントを専門的知見から補佐する

ＣＩＯ補佐官等については、外部人材の活用を積

極的に検討する」と書いてあります。繰り返しで

すが、ＤＸの推進では、外部の人材、なおかつ民

間人材を利用することが想定されています。

　あとは「情報政策担当部門」、「行政改革・法令・

財政担当部門」など、その他いくつかありますが、

ここは省略しております。総務省のホームページ

でご覧になっていただければと思います。

②課題・デジタル人材の確保
　では、次に課題ということで、デジタル人材の

確保について。これは先ほどの資料から抜粋し

たものでありますが「先の推進体制にあるとお

り、自治体におけるＤＸの推進に当たっては、Ｃ

ＩＯのマネジメントを専門的知見から補佐するＣ

ＩＯ補佐官等の役割が鍵」になります（スライド

17）。そして「技術の導入の判断や助言を行う」

といったことが期待されているわけです。

　ただ、市区町村においては、適任者が見つけら

れないなど人材確保が課題となっており、ＣＩＯ

補佐官等として、外部からデジタル人材を任用等

している市区町村は、総務省の調べによりますと

「2022 年（令和４年）９月時点で 198 団体となっ

ている」ようです。

　続きまして、総務省が認識している課題です（ス

ライド 18）。「自治体は、ＤＸの推進体制を検討

するに当たり、ＣＩＯ補佐官等について内部に適

スライド 15 スライド 16
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切な人材がいない場合には、国の支援等も活用し

て、外部人材の活用を積極的に検討すべきである」

としています。さらに「他の団体との兼務等を前

提とした任用も検討することが望ましい」と。し

かしながら、他の団体と兼務する外部人材を任用

する場合には、情報セキュリティの問題や個人情

報の問題などにリスクはないのだろうかというこ

とも含めて、自治体はしっかりと認識しなければ

いけません。

　そして、「都道府県等においては、市区町村と

の連携によるＤＸ推進体制を構築する中で、市区

町村の人材確保のための支援」、つまり、一番規

模の大きい自治体である都道府県は、その下にあ

る市区町村の人材確保をサポートする。そして、

「総務省において、…都道府県等に対する伴走支

援を実施する」という全体像になっています。最

後に、「都道府県や複数市町村間で確保した外部

人材を共有する仕組みについて、課題や手順、外

部人材の働き方等のノウハウを整理することとし

ている」と述べています。

（11）デジタル人材の育成
　デジタルの人材を外部から持ってくるのではな

くて、内部の人材を育成しようという視点は、当

然ながら必要かと思います（スライド 19）。「自

治体ＤＸ推進計画」の中に、「また、自治体にお

けるＤＸの推進を担う職員の育成も課題となって

いる」とあります。これはいわゆる「リスキリン

グ」という考えです。「ＤＸ推進担当課室・情報

政策担当課室の職員数が０人又は１人の市区町村

は 12％。ＤＸ・情報化に係る職員の育成に当たっ

ての課題として「育成方針を立てることが困難」

と回答した市区町村は 75％」に至っているとい

うことで、確かに、マンパワーの足りているとこ

ろは少ないと思います。

　さらに、「各自治体において、一般行政職員の

デジタルリテラシー向上だけでなく、ＤＸ推進

リーダーの育成にも積極的に取り組むことが求め

られる」と総務省では述べています。

（12）ＤＸに係る多くの課題
　ここからは、総務省というより、私の私見でＤ

Ｘに係る多くの課題についてお話ししていきます

（スライド 20）。

　まず、ＤＸを進めていく上での大きな課題が「Ｄ

Ｘ専門人材の不足」の問題です。この課題に対し

ては、民間会社出身の外部人材、専門人材の登用

が解決策とされています。他方、「自治体の内部

統制の中核部分」を外部人材が占めることにつき

スライド 17

スライド 18

スライド 19
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ましては、マイナスの側面を伴う可能性もあると

思います。

　これは、まさしく自治体ＤＸ部門のブラック

ボックス化の可能性と言えます。記憶に新しいと

ころで、金商法導入時において、上場会社の会計

システムのＩＴ化を外部に委託するというのはあ

り得るのか？それは本当に内部統制なのか？とい

う多くの議論があったと思います。そのときと同

じような状況が、今度は地方自治体で起こってい

ると言えると思います。

　外部から登用したＤＸ専門人材の意見を反映し

つつ、実際にはＤＸベンダーなどの外部業者が各

団体のシステムの整備・運用を行うという構図が

想定できます。その場合、ベンダー事業者同士が

ＤＸを１つの商機と捉えて、うまく同業者間で利

益を誘導するケースの発生も惹起されます。

　そうなりますと、ＤＸベンダーによる入札談合

もあり得ることと思っています。と言いますか、

もう進行しているのではないかと思います。これ

につきましては、一度論文を書かせていただきま

したので、ご関心がありましたら「地方公共団体

におけるＤＸの推進と住民監査請求の有効性につ

いての研究：ＤＸにかかる入札談合事件と監査機

能が果たすべき役割を中心として」（『商学集志』

（日本大学商学部）第 91 巻第４号、2022 年３月）

をご覧になっていただければと思います。

２ ．自治体に交付される多額のデジタル交
付金

（１）デジタル田園都市国家構想とその課題
　では、次は政府が進めるデジタル田園都市国家

構想についてお話しします。これは地方創生ＳＤ

Ｇｓの一番の肝になる部分と言っていいと思いま

す。この構想の下で交付される「デジタル交付金」

は、石破首相が今年（2024 年）11 月に名称を変

えて、さらに拡充し倍増すると言っております※。

ただ、核心にあるデジタル化を進めていくという

ことは、本質的に変わることはないと思います。　

　まず、スライドの一番上にある「デジタル田園

都市国家構想推進交付金」ですが、非常に言葉が

長いので、略して「デジタル交付金」と申し上げ

ました（スライド 21）。ここの要綱は 2023 年１

月に出されております。「第１　通則」を読みま

すと、「デジタル交付金に関しては、地域再生法

…並びに補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律…」が適用されます。「補助金等に係る

予算の執行の適正化に関する法律」は「補助金適

正化法」と少し略しますが、交付金を交付された

以上は、正しい使い道でお金を使わないといけな

いというものです。この後詳しくお話ししますが、

補助金適正化法違反があったことにより、2010

年に会計検査院報告が出されました。その後、内

部統制制度が自治法に入ってくることになったの

スライド 20

スライド 21

※ 　2024 年 11 月「デジタル田園都市国家構想交付金」か
ら「新しい地方経済・生活環境創生交付金」に名称変更。
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ですが、デジタル交付金に対しましても、補助金

適正化法、地域再生法が適用されるということが

通則に書いてあります。

　「第６　交付対象事業等��」には、メニューがい

くつかあるのですが、１つ目の「デジタル実装タ

イプ」は抜き出して、さらに詳しく、次のスライ

ドでお話をします。他にも、２つ目の「地方創生

推進タイプ」、３つ目の「地方創生拠点整備タイプ」

といったタイプに準拠して、各自治体は応募して

交付金をもらって、そしてデジタル事業を進めて

いくという構図になっております。

①デジタル実装タイプ
　ここでは、デジタル実装タイプとは何か、具体

的にどのような内容の事業に対して国が交付金を

出すのか。「交付金制度要綱 2023」より抜粋した

部分です（スライド 22）。

　まずは「１）デジタルを活用した地域の課題解

決や魅力向上に向けて、以下の実装の取組を行う

事業」に対して、国は交付金を出します。以下の

実装の取組とは、「①他の地域等で既に確立され

ている優良モデル」、これは横展開する場合です。

そして「②オープンなデータ連携基盤を活用し、

複数のサービス実装を伴う、モデルケースとなり

得る実装の取組」とありますが、今デジタル人材

が少ない中で、こんな取組が各自治体から出てく

るのかと少し疑問に思います。③は省略します。

　「２）サテライトオフィス、シェアオフィス、

コワーキングスペース等の施設整備・運営・利用

促進等を行う取組」。地方を創生するためには、

やはり人が来ないといけません。ネットが使えな

い環境では仕事になりませんので、そういったも

のの整備に補助金を出すということです。

　しかし、これを見た段階でも、いくつか疑問・

課題に思うところがあります。

②デジタル実装タイプ事業の課題
　デジタル実装タイプ事業の課題についてお話し

します（スライド 23）。まず、「サテライトオフィ

ス等の施設整備・運営・利用促進等を行う取組」

については、まさにかつてよくあった「ハコモノ

行政」と化してしまう可能性が指摘できます。つ

まり、補助金をもらってサテライトオフィス、コ

ワーキングスペースを作ったのだけれども、実際

には使っている人があまりいないということが十

分あり得ると思います。

　さらに「各団体におけるデジタル技術を利用し

た優良モデルケース」に対する国からの補助に関

しては、各団体において明らかにデジタル人材が

不足している現下の状況において、自治体独自の

傑出した優良モデルが生まれることはほとんど想

定しにくいだろうと思います。

　仮に、優良モデルとなり得るケース（交付金に

採択されるモデル）が出てきたとしても、その実

施計画は、例えばＤＸベンダーやコンサルティン

グ会社等のアイデアを利用する形で進められる

スライド 22 スライド 23
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ケースが極めて多いだろうと予想します。２つ後

のスライドでお話ししますが、2014 年当時に担

当大臣だった石破首相もこれについては認識され

ていて、コメントを出しています。

　次に進みます（スライド 24）。デジタル田園都

市国家構想による国庫補助事業について言えば、

当該事業について国が全額補助とすることは予

定されていません。例えば、交付率が 50％など、

残りは自治体の負担になっています。

　デジタル交付金事業は、採択されることで、単

に各団体にプラスの効果、すなわち「キャッシュ

インフロー」のみがもたらされるわけではなく、

その後、対象事業によっては「キャッシュアウト

フロー」が将来にわたって発生する可能性も十分

に認識しておくべきだろうと思います。恐らく、

サテライトオフィスやコワーキングスペース、施

設の維持管理コストは、誰も利用者がいないのだ

けれども、減価償却費が発生する、あるいは人件

費が発生するといったことは、十分にあり得ると

思います。

　ですから、各自治体は、ＤＸ事業の採択を目指

す意義を、主権者である住民に明確にし、説明責

任を尽くすことが何と言っても重要だと思いま

す。「うちの首長が何かの交付金事業に手を挙げ

て採択された」「うちの首長はすごい」というこ

とではなく、もう少し中長期の視点でその政策を

理解しないといけないという点でも、住民への説

明責任が必要だろうと思います。

（２）新しい地方経済・生活環境創生本部
　新しい地方経済・生活環境創生本部というのが、

2024 年 11 月８日、石破首相の下、官邸で開催さ

れました。首相官邸のホームページに、この日の

議論を踏まえた石破首相のコメントが載っていま

す（スライド 25）。

　「…私も反省なんですけれども、ある町ならあ

る町で「産官学金労言」はいいんですが、一回集

めて御意見聞いて、それでおしまいみたいなこと

が結構あってですね、結局そのいろんなプランは

東京のコンサルに頼みました。Ａ町をＢ町に変え

ても中身一緒ということが結構あってですね、こ

れは非常にまずいんだろうと思っております…」

と。これは、石破首相もやはり課題として認識し

ているということかと思います。

（３）裁判例：デジタル田園都市国家構想関連
　既に進んでいる地方創生、デジタル事業におい

て、問題としていくつか顕在化している事案もあ

ります。

　まだ係属中の裁判で地裁判決が出ておらず、判

決文を読むことはできませんが、大阪府豊能町で、

ある訴訟が提起されたということで、朝日新聞デ

ジタル版（2024 年７月 22 日）に掲載されており

ます（スライド 26）。この町のデジタル関連事業

をめぐり、町の監査委員が前町長に約 3900 万円

を請求するよう町に勧告したのに従わないのは不

当だとして、町民 11 人が 22 日、勧告どおりの

スライド 24 スライド 25
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額を前町長に払わせるよう、現町長に求める住民

訴訟を提起したということです。

　訴状によると、町は 2022 年６月の議会でデジ

タル関連サービスを提供する「スマートシティ事

業」の予算案を可決。当時の町長は、国の交付金

と関連企業の寄付で費用を賄うと考えました。先

ほど言いましたとおり、国の交付金は全額補助で

はありません。さらに、寄付は予定していた約

１億 9500 万円のうち６千万円しか得られず、約

3900 万円を一般財源から出す事態になったとい

うことです。

　新聞記事からの抜粋ですが（スライド 27）、「町

監査委員は「財務会計上の違法行為」があるとし

て、今年３月、任期満了で退任した前町長に約

3900 万円を請求するよう現町長に勧告した」。だ

が、町は「交付金に与える影響が懸念される」、

つまり揉め事があるような状況だと交付金がス

トップする可能性が懸念されるとして、前町長に

は「「責任を果たすよう求める」と記した文書を

送るにとどめた」ということです。最初に町の監

査委員が動いており、まずは自律的な判断を示し

たという点は注目できることかと思います。

　監査委員の勧告に法的拘束力はありませんが、

提訴後に会見した原告住民らは、「「監査委員が勧

告すること自体がまれで、町長には勧告を尊重す

る義務がある」と主張し、前町長に穴埋めを求め

るべきだと訴えた」ということです。「監査委員

が勧告すること自体がまれ」というのは、確かに

そのとおりかもしれません。この裁判は、今後ど

のような結果になっていくのかわかりません。

（４）「地方創生空転 10 年、深まる国依存」
　では、次のスライドにいきます。こちらは裁判

例ではありませんが、「地方創生空転 10 年、深

まる国依存」として、日本経済新聞の 2024 年 11

月 12 日 32 面（朝刊）に掲載された比較的大き

い記事です。

　「安倍政権が地方創生を掲げて 10 年。人口減

や少子化はむしろ加速し、成長は鈍った。この

間、政府が配るお金に自治体が群がる構図が定着

した。コロナ危機も経て進んだのは地方の自立で

はなく国への依存だった」とあります（スライ

ド 28）。であるならば、「地方創生」とは言えな

いですね。そして、「伸び悩む税収を自治体間で

奪い合う不毛な光景ばかりが広がる」。石破首相

は、「何がうまくいかなかったのかを反省しない

と、これから先の展望ない」と述べている一方で、

今後、デジタル交付金の名前を変えて倍増すると

言っているわけです。この後、どのようなビジョ

ンになっていくのかは、注目すべきところかと思

います。

　次のスライドにいきます。「全国でも最悪のペー

スで人口減が進む秋田県。県庁所在地の秋田市も

少子化や若者の流出に悩む」とあります（スライ

ド 29）。

　また、「交付金を使った事業が回らず、自治体

スライド 26 スライド 27
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が負担を膨らませた例もある。同じ秋田県の八郎

潟町。国費 5600 万円を投じて 17 年に開業した

食品販売などの施設が 23 年に休止した」とあり

ます。プラスのキャッシュインフローどころか、

マイナスになったというケースです。「この間、

毎年 2000 万円ほどの赤字が続き、町は想定外の

助成金を出す羽目になった」と。さらに、「23 年

度は助成金を 1600 万円とする予算案を町議会が

1000 万円に減額修正して可決した。公金依存を

問題視する声が強かったためだ。結果、運営が行

き詰まった。町議会の副議長は「助成金があるこ

とで危機感がなかったのじゃないか」と批判した」

ということです。

　次のスライドにいきます（スライド 30）。「こ

れまで国が地方に配った交付金はおよそ5千件で

計 1.3 兆円」。これは、内容をしっかりと精査し

て考えないといけないところかと思いますが、財

政制度審議会（財務省の諮問機関）は 24 年度予

算編成の建議で「先駆的・優良事例は示されてい

ない」とはっきり指摘しています。さらに、過去

10 年を北海道大学の山崎幹根教授は「ばらまき

に終わった」と断じています。

　さらに、山崎教授は「加えて問題視するのが制

度の集権的な側面」と。つまり、地方分権、地方

創生と言いながら、「政府は地方創生の総合戦略

や人口ビジョンを都道府県や市町村ごとに策定す

るよう求めた。その内容に基づいて交付金も出

す」。そうなりますと、地方分権と言うよりも、

中央集権的です。この状況を、「地方が国になび

く構図になっている」と山崎教授は言っています。

（５）自治体の自立性が重要とされている
　冒頭でも申し上げましたが、今後は自治体の自

立性が重要だろうと考えます。他の団体がやって

いるからやる、ということではなく、自立的に「我

が町は、我が村はどうしていくのか」というのを

しっかりとトップマネジメントで考えないといけ

ません。

　「地方創生事業実施のためのガイドライン・事

例集」が令和６年３月に改訂されています（スラ

イド 31）。デジタル交付金を活用するにあたって

は、「①地方創生として目指す将来像が適切に設

定されること」が重要であり、さらに②の後半、

交付金事業が必要なのだということが「定量的な

分析により明らかにされること」が重要だと言っ

ています。

　さらに、「要素１：自立性」「要素２：官民協力」

といった要素の１から７が備わっていないといけ

スライド 28
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ないとうたっています。

　そして、スライド４つ目の黒丸が、各自治体の

首長が強く認識しないといけない点です。「デジ

タル交付金は、あくまでも事業の初期段階におけ

る円滑な立ち上げ・遂行を後押しする資源（リソー

ス）として活用されるものであり、事業を進めて

いく中で「稼ぐ力」が発揮され、事業推進主体が

自立していくことにより、将来的に交付金に頼ら

ずに事業として自走していくことが可能になるこ

とを前提としています」と。そうなりますと、自

治体にも稼ぐ力、自立性がないといけないという

ことです。この場合、上場会社でのトップマネジ

メントをサポートするような内部監査機能が非常

に参考になると思います。自治体にも、自立を支

援する内部監査機能が必要になってくるのではな

いかということが、このガイドラインからもおぼ

ろげに見えてきます。

（６）地方自治体の行政事務と監査
①地方自治体の行政事務の特徴
　ここで改めてとなりますが、自治体の行政事務

の特徴についてお話しします（スライド 32）。民

間企業とは当然異なりまして、自治体の行政事務

は、自治法等の法律でその詳細が定められている

ため、裁量の余地は少ないといえます。特に、株

式会社のように「リスクをとる」活動の余地は極

めて少ないです。10 個事業を進めていって、そ

のうち１個がうまくいけばいいということは自治

体にはできません。税金で運営していることもあ

り、リスクをとる活動は住民にとっても国民に

とっても決してありがたいことではないと思いま

す。ですから、補助金事業も当然そうですが、そ

ういったリスクを認識しながら、行政の運営をし

ていかなければいけないということが言えると思

います。

②地方自治体の監査の種類
　自治体の監査の種類は監査主体の視点からです

が、まずは監査委員監査があります。これは法定

監査ですので、ある意味では法律に定められたと

おりの監査を実施していればＯＫかもしれませ

ん。そして、大きい自治体におきましては外部監

査があります。これも法定監査です。しかしなが

ら、内部監査が今後の課題ということで、地方創

生のエンジンとして、今後の行政において必要不

可欠と言えます。次のスライド以降で、内部統制

制度の視点からも内部監査が必要になるというこ

とがわかると思います。

　パブリックセクターの監査は、国民全員がス

テークホルダーなのだろうと思います。と言いま

すのは、どんな自治体も単独で自立して歳入・歳

出のバランスがとれているところはあまりありま

せん。国からの補助金、交付金で実際には行政の

運営が可能になっています。どのような自治体に

おきましても、単独で行政の運営ができないとい

うことは、国からのパブリックマネーが配分され

スライド 31 スライド 32
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ることで、行政の運営や事務の運営が可能になっ

ています。我々１人１人が、ある村の無駄遣い、

ある町の無駄遣い、ある島の無駄遣いに関心を持

つ。そういう意味で、決して住民だけではなく、

我々は広く薄く、国民全員がステークホルダーな

のです。したがって、自治体がよければよい、交

付金が得られたのでそれを使い切って終わりとい

う「部分最適」ではなく、「全体最適」の考え方

が必要だろうと考えます。

３．補助金適正化法の適用

（１）会計検査院報告：内部統制制度の端緒
　先ほども申し上げましたが、ＤＸ交付金につき

ましては、補助金適正化法が適用されます。ここ

からは、我が国の自治体の内部統制制度がどのよ

うに進んできたのかということをお話しさせてい

ただきたます（スライド 33）。

　非常に長い名前の報告書なので、少し略してい

ますが、2010 年 12 月に会計検査院から「都道府

県及び政令指定都市における国庫補助事業に係る

事務費等の不適正な経理処理等…報告書」が出さ

れました。会計検査院のホームページでぜひご覧

になっていただきたいと思います。この報告書で

出てきた内容、すなわち、補助金適正化法違反の

事案が、まさに自治法が改正される端緒になった

事案です。

　報告書では、調査した 65 都道府県市の全てで、

不適正な経理処理が判明しており、内部監査の必

要性についても言及されています。これまで、監

査委員監査、あるいは外部監査の重要性は議論さ

れてきましたが、内部監査というのが切り分けて

出てきたことはほとんどありませんでした。しか

し、2010 年会計検査院の報告の中では、内部監

査の必要性というものが言葉として出てきます。

　以下、2010 会計検査院報告より抜粋です。「再

発防止策としての監査機能の状況」において、「会

計検査院が 20 年次から 22 年次までの３か年に

わたって行った 65 都道府県市に対する会計実地

検査により判明した不適正な経理処理等の事態

は、前記のとおり会計機関における物品の購入手

続について内部統制が機能していなかったことな

どが主な発生原因である」と。ここで、「内部統制」

という言葉に言及しています。

　そして、2010 会計検査院報告の最後、「所見」

というところで、「内部監査や監査委員監査の状

況を調査したところ、不適正な経理処理の再発を

防止するために、物品の納入業者の協力を得て、

聞き取りを行ったり、帳簿を取り寄せて納入物品、

納入日付等の突き合わせを行ったりするなどの手

法により監査を行っている県等がある一方で、こ

のような監査を行う予定がないとしている県が一

部にみられた」と言っています（スライド 34）。

　内部監査、監査委員監査、外部監査のいわゆる

三様監査が連携を図ることで、「もって会計監査

の強化・充実を図ることが望まれる」と言ってお

スライド 33 スライド 34
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ります。その後、内部監査の充実した議論が進め

られてきたかというと、これまでの 14 年間では、

あまりそうではなかったと思います。

（２）第 31 次地方制度調査会
　この会計検査院報告を受けまして、自治法が改

正される前になりますが、第 31 次地方制度調査

会が、いろいろな調査を行って、その結果を、総

理大臣に手交し、答申を行っていました。

　第 31 次地方制度調査会の 2016 年３月の答申

では、「民間企業においては、既に会社法等によ

り内部統制制度が導入されている」とあります（ス

ライド 35）。「会社法等」には、金商法も含まれ

ています。

　「…地方公共団体についても、内部統制を制度

化し、その取組を進めることにより、①マネジメ

ントの強化、②事務の適正性の確保が促されるこ

と、③監査委員の監査の重点化・質の強化・実効

性の確保の促進、④議会や住民による監視のため

の必要な判断材料の提供等の意義が考えられる」。

　現在、大きな自治体は内部統制評価報告書を年

に１回出していますが、その内容は④に関連しま

す。議会や住民による監視のための必要な判断材

料の提供に資するような内容でないと、内部統制

評価報告書の意味がないと思います。私も各団体

の内部統制評価報告書を見ていますが、非常に有

用性がある内部統制評価報告書を出している団体

もあれば、全くそうとは言えない団体もあります。

こういったものは、今後是正されていくべきだろ

うと考えます。

　これは第 31 次地制調答申の目次ですが（スラ

イド 36）、「第１　基本的な考え方」の１つ目の

ところに、「人口減少社会に対する現状認識」と

あります。高齢化社会により人口が減少していく

ことに対してどういうガバナンスが必要なのかと

いうことが、自治法改正前から認識されていたこ

とがわかります。

　「第３　適切な役割分担によるガバナンス」で

は、「長」「監査委員等」「議会」「住民」の４つが

全体として監視機能を強めていかないといけない

と示しています。長が独走しても駄目ですので、

住民がチェックしないといけませんし、先ほど裁

判例をお話しした大阪府豊能町のように、監査委

員が勧告して適切な機能を果たさないといけない

ケースもあるでしょう。

（３）自治法内部統制規定
　結果として自治法が改正されまして、内部統制

の規定が入りました。2020 年４月１日に施行さ

れ、まさに民間事業会社における内部統制制度と

同様の制度が自治体でも求められるようになりま

した。

　自治法 150 条１項を見ていただくと（スライ

ド 37）、都道府県知事と政令指定都市の市長につ

きましては、内部統制の方針を定めて適正な内部

統制を整備しなければいけないとなっています。

しかし、その他市町村長は２項に「努めなければ

スライド 35

スライド 36
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ならない」と書いてあるとおり、現状では努力義

務です。これは今後の課題です。

　８兆円を超える予算を持つ東京都であろうが、

何十億円かの予算規模の村であろうが、１万円の

重要性というのは何ら変わることはありません。

市町村長におきましては、努めるつもりがないと

か、努められる状況にないとか、そのようなこと

ではなく、努めなければならないものとして、自

治法内部統制規定は広く網がかかっている規定だ

と認識すべきだろうと思います。

　150 条１項１号では、財務に関する事務に関し

ましては、必ず整備しなければいけないとありま

す。そして１項２号では、それ以外のものは各自

治体で考えるということになっています。財務に

関する事務とは、いわゆる財務報告に係る内部統

制と読み替えていただければわかると思います

が、そうなりますと内部統制評価報告書というの

は非常に簡易なものになります。

　しかしながら、自治体が扱うものは学校教育や

医療や福祉など、非常に範囲が広く、重要性が高

く、整備しておかなければならない内部統制の範

囲は、より幅が広いはずです。こういったものに

ついてはこの後で触れますが、課題として、財務

に関する事務以外も整備すべき内部統制として、

対象とすべきだろうと考えます。

　そして 150 条４項ですが、都道府県知事等は、

内部統制評価報告書を作成しなければいけない。

　そして５項。「報告書を監査委員の審査に付さ

なければいけない」。会社法と金商法をハイブリッ

ドしたような規定が入ってきました。

（４ ）会計検査院報告 2010 に関連した裁判例：
住民訴訟

　ここで、会計検査院報告 2010 に関連して、

１つの裁判例を検討します。繰り返しますが、

2010 年に会計検査院報告があって、その後、自

治法が改正され、内部統制制度が入ってきたわけ

ですが、そのときに問題となった事案が、そのま

ま訴訟の対象となった住民訴訟です。

　すなわち、原告住民らが「会計検査院報告

2010」で指摘されていた不適正な経理処理をそ

のまま訴えの対象とした事件であり、非常に参考

になる裁判例です。これはまさに「住民による監

視機能」が発動された事案と言えると思います

（スライド 38）。

　概要ですが、「奈良県住民Ｘらが、2002 年か

ら 2008 年度までの間、県が補助金適正化法に反

して補助金等を目的外の用途へ使用したため、支

出金の返還に加えて加算金約 3042 万円余の支払

いを余儀なくされたと主張して、経理処理を行っ

た奈良県職員らに対して損害賠償を求めた住民訴

訟」です。

　奈良地裁の判決文ですが、奈良地裁では職員の

一部が有罪ですので、住民の主張の一部が認容さ

れています（スライド 39）。補助金をもらって全

然関係のない出張費にそれを充てたという事案に

端を発した訴訟ですが、「上記各出張はいずれも

スライド 37

スライド 38
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国庫補助事業との関連がおよそ窺われないもので

あるから、僅かな注意を払えば、これらに関する

旅費を国庫補助金等から支出することが許されな

いことが十分認識できたものと推認され、これに

反する証拠はない。そうであれば、これらの出張

に関する旅費を国庫補助金から支出することにつ

いても、財務会計上の行為を行った支出命令権者

には重大な過失があるといわざるを得ない」とし

て、奈良地裁は、奈良県職員４人に対して被告Ｙ

（知事）が損害賠償請求すべきことを認容してい

ます。金額はそんなに大きくありませんが、地裁

判決ではいずれにしましても住民の請求趣旨の一

部が認容されました。しかし、大阪高裁はこの判

決をひっくり返しています。

　被告Ｙは、原審判決を不服として控訴。高裁判

決では、権限を有する職員の重過失を否定するな

どして、原告Ｘらの請求を棄却しています。判決

内容を見ますと、高裁判決の判示した内容は、正

直妥当だと思います（スライド 40）。これでもっ

て職員の重過失を認めるとなりますと、業務がで

きなくなるというぐらい地裁判決は厳し過ぎるも

のでした。

　他方で、高裁判決は、各自治体が今後の事務を

遂行していく上で考え直さなければいけないこと

が含まれております。繰り返しですが、高裁の判

決は妥当と考えます。この結論は別として、高裁

は以下のような内容を、判決文で述べています。

　「事業課における出張については、…事業課に

おいて判断しており、主管課においては、…上記

内容を把握することが困難な体制が全庁的に採ら

れていたこと、国庫補助金が目的外の用途の旅費

等に使用される不適正な経理処理が他の都道府県

等でも慣行として行われてきた実態があり、平成

20 年 10 月に会計検査院が指摘するまでは、奈良

県においても上記慣行に対する問題意識が低かっ

たことが認められる」。「…このような不適正な経

理処理を回避する措置を取ることは困難であった

といわざるを得ず、同人らの財務会計上の行為に

重大な過失があったとは認められない」。

　この判決内容を見ますと、他の団体でも悪いこ

とをしていたので、奈良県だけが悪いわけではな

いということを言っています。すなわちこれは、

他の自治体が行っている事務が正しいとは限らな

いということです。例えば他の自治体がＤＸ交付

金事業に手を挙げているからうちも手を挙げなけ

ればということではなく、自立した判断が必要な

のだろうと思います。

　何より、これは 10 年以上も前の裁判です。そ

の後自治法が改正されて、その間に自治法の内部

統制制度も出来上がっているということも考えま

すと、自治体が自立的な判断で、まさに自分で立っ

ていろいろなものを判断しないといけないのだろ

うと考えます。

スライド 39 スライド 40
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４ ．適正な内部統制の整備・運用と内部監
査機能の充実の必要性

（１ ）総務省内部統制ガイドライン ：2024 年
３月改定

　総務省の内部統制ガイドラインは 2024 年３月

に改定されました。ここでは「１　全庁的な内部

統制の整備」についてお話しします（スライド

41）。

　「（１）内部統制に関する職員・部局の役割等に

ついて」の「①内部統制の整備及び運用の実務的

な責任者」ですが、地方公共団体における内部統

制の整備及び運用の最終的な責任者はもちろん長

です。

　「②内部統制を推進する部局」について、内部

統制はそもそも組織の全体に組み込まれて、全員

で実行していくものです。だれか特定の人間や部

局だけがコミットするものではありません。法律

が出来上がったばかりで、内部統制とは何だろう

と自治体がまだ暗中模索の状態であったことも手

伝い、このガイドラインが策定されました。「内

部統制を推進する部局は、地方公共団体として取

り組むべき内部統制について検討を行い、…推進

する役割を担う」。そして「…内部統制推進部局

については、新たな組織を設置することが望まし

い」と言っています。

　内部統制の有効性は、最終的には、首長が責任

をもって評価し、そしてそれを監査委員が正しい

かどうか審査します。その首長の判断に資するた

めの内部統制を評価する部局について、③「内部

統制を評価する部局は、モニタリングの一環とし

て内部統制の整備状況及び運用状況について独立

的評価を行うとともに、内部統制評価報告書を

作成する役割を担う」とされています（スライド

42）。すなわち、自治体職員として、その担当す

る部局がそれぞれ内部統制を推進し、さらに内部

統制を評価する建付けとなっています。これにつ

いてはガイドラインでもいろいろと課題を指摘し

ています。

　「内部統制評価部局についても、既存の組織を

活用することが考えられるが、第三者的な視点か

らより効果的なモニタリングを行う観点から、内

部統制推進部局と異なる部局が担うことが望まし

い」と。これは当然です。さらに、「なお、監査

委員の独立的な役割に鑑みれば、監査委員事務局

の職員が内部統制推進部局または内部統制評価部

局の職員を兼任することは適切ではない」と。こ

れも当然だろうと思います。

　私見になりますが、多くの自治体では、ジョブ

ローテーションの中で各職員はさまざまな部局を

異動しています。そうなりますと、自治体職員が

次は「内部統制推進部局」、次は「内部統制評価

部局」、次は「監査事務局（内部統制の審査）」と

いったように庁内を異動することもあるため、独

立性は非常に乏しいと言えると思います。

スライド 41 スライド 42
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（２）内部統制制度の課題
①内部統制制度のアップグレード
　2021 年から公表が開始された内部統制評価報

告書ですが、内部統制の整備運用の責任は自治体

のトップにあり、内部統制評価報告書の作成責任

もトップにあるということを広く周知する上で、

何よりも首長自身が自らの責任を認識する上で、

効果は極めて大きかったものと考えます（スライ

ド 43）。

　ただ、2020 年度４月１日から自治法が施行さ

れていますので、制度導入の初期段階は既に終了

し、次の段階にアップグレードする時期だと思い

ます。それにも関わらず、既に形骸化しているよ

うな実務が非常に多く見受けられます。これは次

のスライドでお話しします。

　総務省は、2024 年３月にガイドラインを改正

しました。その改正の大きな要因は、民間事業会

社が準拠する内部統制ガイドラインの変更があっ

たということが明示されています。

　翻って金融庁内部統制ガイドラインでは、内部

監査機能が上場会社に不可欠な機能であることを

明らかにしていることも勘案しますに、自治体に

おける内部監査機能の充実は今後欠かせないと考

えるべきだろうと思います。

②内部統制評価報告書の形骸化
　各自治体から公表される内部統制評価報告書の

内容はかなりバラバラです。私は内部監査協会様

のご協力もいただきまして、これまで、義務化さ

れている全都道府県、全政令指定都市につきま

して、トップがどのような内部統制評価報告書を

作っているのかというのを表にして掲載させてい

ただいています。極めて形式的で、毎年数字を変

えているだけで同じような記載を続けている自治

体も多く、マンネリ化しています。特に、政令指

定都市よりも都道府県のほうがその傾向が顕著で

す（スライド 44）。

　１頁だけの報告書の自治体もあれば、30 ペー

ジから 40 ページにわたる分量で詳細に記載する

自治体も見られます。

　特にコロナ禍においては、自治体の事務は大混

乱であったと思います。例えば、違法とはいかな

いまでも不当な事務の実施などは比較的多くあっ

たと予想しますが、それにも関わらず、非常に簡

単なフォーマットで、「内部統制は有効であると

評価した」と一言だけ記載する自治体は、とりわ

け都道府県で多かったように思います。

　住民や議会の立場からは、より情報量の多い「イ

ンフォメーションレポート」としての機能を持つ

べきであろうと思います。簡易な報告書で、Ａ

４の１ページに数行だけの記載という自治体は、

もっぱら自治法150条所定の「財務に関する事務」

だけにフォーカスして内部統制を評価している自

治体が多いようです。

　確かに住民の関心は「財務に関する事務」にあ

ると言えるでしょう。他方で、前述のとおり、財

スライド 43 スライド 44
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務に関する事務以外の重要性は格段に高まってい

ます。繰り返しですが、制度導入の初期段階はも

はや終えています。次段階として、各団体におい

ては、内部統制のグレードアップが必要な局面に

あると考えます。

③内部監査機能の充実
　自治体は株式会社とは異なり、貨幣的価値では

測定が難しい事務の範囲が相当広いのが特徴だろ

うと思います。財務の事務以外の内部統制の適正

の確保は欠かせません。学校教育、医療、社会福

祉等々、住民に提供されるサービスの範囲は非常

に広いです。そのため、個人情報の取扱いや情

報セキュリティなど、適正な内部統制を確保すべ

き事務の範囲は極めて広範と言えます（スライド

45）。

　自治体が有する事務の範囲の広範性に鑑みます

に、今後の内部統制評価報告書では「財務に関す

る事務」を最低限評価すべき事務としつつ、徐々

にその範囲を広げていき、ステークホルダーに対

して充実した内容の情報を提供すべきだと考えま

す。その際には、同情報の信頼性を担保する上で

「内部監査機能の充実」は欠かせないと考えます。

　義務化されている都道府県、政令指定都市の全

ての内部統制評価報告書を見ておりますと、栃木

県は、内部監査という機能を持って内部統制をモ

ニタリングしている先行事例だと考えています。

（３）内部統制の必要性
　総務省が公表する「内部統制ガイドライン」で

言及する「内部統制推進部局」や「内部統制評価

部局」などの取ってつけたような名前は、極論す

るならば、「自治法 150 条に対応するための部局」

と言うことができるのだろうと思います（スライ

ド 46）。

　「内部統制推進部局」や「評価部局」のような

名称を冠した部局を設置して、内部統制の実務を

運用している自治体は、今でも非常に多いです。

他方で、このような形式的な制度対応の段階は終

えて、首長のトップマネジメントを支援する機能

としての「内部監査機能」の整備・運用がより強

調されるべき局面に今はあるのだろうと思いま

す。

　繰り返しますが、既に制度導入の初期段階は終

えて、いよいよ内部統制の実質的な中身の充実が

求められている局面において、内部統制を「推進」

する部局は、もはや実態にそぐわないのではない

かと考えます。内部統制は組織の全体に組み込ま

れて全員でやるものです。

（４）参考：内部統制制度の課題
　このスライドでは参考ということで、内部統制

制度に山積するいろいろな課題についてお話しし

ます（スライド 47）。

　内部統制制度について努力義務となっている市

町村の取扱いをどのように考えるべきか。例えば

スライド 45

スライド 46
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大きな上場会社と中小規模の上場会社の内部統制

を差別化するのと同様で、どのようにするのか議

論の余地があるかとは思いますが、いずれにして

も、全自治体に漏れなく適用されていると考える

べきだろうと思います。

　そして、「重大な不備」の基準をどのように考

えるべきか、いわば監査論における重要性の概念

の合意が存在しないこと。過年度の重大な不備が

当年度に判明した場合の対応について、どのよう

な実務が求められるべきか。例えば、コロナ禍で

休業補償なるものを民間企業に払っていたもの

の、これが不適正な支払で大きな金額の不当な事

務が後年度になって明らかになったことが、昨年

いろいろな自治体の内部統制評価報告書で確認で

きました。そうなりますと、当時の内部統制の評

価は正しくなかったわけなので、これに対して今

後どのような実務が求められるべきかを考える必

要がありますが、これについては、自治法では何

も規定していません。

　上場会社において過年度の内部統制報告書に虚

偽記載があった場合は、後に訂正報告書を提出す

ることで済ませてしまうという、あまり参考にな

らない実務があります。こうならないために、トッ

プがしっかりとよく考えてコミットして、内部統

制評価報告書を書かないといけません。そうなり

ますと、大きな自治体ほど内部監査機能は絶対的

に必要になってくると思います。常時内部統制を

モニタリングする、あるいはトップマネジメント

を支援するという意味で、さらに地方創生を実現

するという意味でも、内部監査機能は必要とされ

るのだろうと考えます。

（５）参考：ジョブ型人事推進の政府方針
　最後になりますが、参考としてジョブ型人事

推進についてお話しします。2024 年８月 28 日、

政府方針として「働き方は大きく変化している。

「キャリアは会社から与えられるもの」から「一

人ひとりが自らのキャリアを選択する」時代と

なってきた」とする考えが示されました（スライ

ド 48）。職務（ジョブ）ごとに要求されるスキル

を明らかにすることで、労働者が自分の意思でリ

スキリングを行え、職務を選択できる制度に移行

していくことが重要としています。

　これまでの我が国の雇用制度は新卒一括採用

で、異動は会社主導です。会社から与えられた仕

事を頑張るのが従業員であり、将来に向けたリス

キリングが生きるかどうかは運次第・人事異動次

第です。

　そうではなくて、ジョブ型人事に移行する必要

があるとしています。最後は私見になりますが、

地方自治体においても、単に庁内の人事異動では

なくて、ジョブ型人事推進の視点から首長のマネ

ジメントを支援する（スライド 49）、そして何と

いっても「独立性」と「専門性」を兼ね備えた「内

部監査機能」は必須だと考えます。その際には、

繰り返しとなりますが、先行する上場会社の「内

スライド 47

スライド 48
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部監査機能」は参考になるだろうと思います。ま

た、自治体・公務員からジョブ型人事の政府方針

を推進することは、政策の実現という点におきま

しても理にかなっており、合理性があると考えま

す。

　そのような点におきまして、法律上の監査さえ

行えばいいという考えから脱却して、ステップ

アップして、今は内部監査機能の充実が求められ

るという局面にあるのだろうと考えます。

おわりに

　地方創生ＳＤＧｓ政策の説明から内部監査の必

要性を紐解いていったわけですが、地方創生ＳＤ

Ｇｓ政策は、急速に進む少子高齢化や地方のおか

れた現状を鑑みるに、必要に迫られた政策であっ

たものと評価できると思います。しかし、自治体

にとっては、プラスの面と、場合によってはマイ

ナスの面があることを、とりわけ自治体トップが

強く認識すべきだと思います。会社と一緒で、自

立性が重要だということです（スライド 50）。

　改めて、少子高齢化・人口減少期にＤＸは欠か

せないと思います。ただ、同時に少子高齢化・人

口減少期に無駄なＤＸは一切いりません。地方創

生ＳＤＧｓ政策について、自治体トップには適正

な意思決定と的確なマネジメントが求められてい

ます。トップマネジメントを支援するため、また

内部統制のモニタリング機能を果たす上でも「内

部監査機能の充実」は欠かせないと考えます。

　最後に補論になりますが、近年、自治体による

ＳＤＧｓ債の発行が増えています。当然、投資者

は証券市場で発行体である自治体を見ることにな

るので、証券市場の要請に従った形での「ガバナ

ンス」という視点からも、恐らく内部監査の必要

性は今後高まっていくだろうと考えます。これも

いろいろと議論の余地があるところなのですが、

今日は時間の関係で補論に加えさせていただきま

した。

　まだまだ内部統制、内部監査の重要性の議論は

尽きません。いろいろな論点があります。日本内

部監査研究所におきましても、ぜひこの研究を広

めていただければと考えています。以上で私の講

演はこれで終了させていただきます。ありがとう

ございました。

スライド 50スライド 49
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紺野　　卓（こんの　たく）

日本大学 商学部 教授：法学博士（筑波大学）

日本ガバナンス研究学会常務理事、日本監査研究学会理事、独立行政法人経済産業研究所監事、財
務省財務総合政策研究所研修部講師（国際財務理論研修）、総務省自治大学校講師（監査・内部統制
専門課程）、元公認会計士試験委員（監査論）
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第４回（2024 年度）懸賞論文　審査結果

テーマ：（次の３つのテーマから１つ選択）
（１）内部監査は組織体のサステナビリティにいかに貢献できるか
（２）現代のコーポレート・ガバナンスにおける内部監査の役割

（３）内部監査におけるＡＩ活用の可能性と課題

　当研究所は、内部監査研究の更なる推進を目的として、研究者、実務家及び学生等を対象とした
懸賞論文制度を実施いたします。 
　近年、内部監査を取り巻く環境は目まぐるしく変化しており、様々な課題に同時並行で対応して
いくことが求められております。こうした状況に鑑み、本年度は、「サステナビリティ」、「コーポレー
ト・ガバナンス」、「ＡＩ」という、内部監査が直面している課題の中でも代表的なテーマを提示し、
応募者にいずれかを選択していただく形を取ることといたしました。 

◆優秀賞
※本誌にて掲載。

安藤　光雄 氏 （テーマ（３））�
「内部監査における生成ＡＩ活用の可能性と課題�
：効率性・有効性の向上と役割変革に向けた考察」

山田　結稀 氏（テーマ（２））�
「コーポレートガバナンスの中枢を担いうる内部監査の高度化に向けて�

　－委員会設置会社におけるその役割を見据えながら－」

◆佳作
池田　泰三氏（テーマ（１）） 

「内部監査は組織体のサステナビリティにいかに貢献できるか�
　～保証主体としての内部監査が果たす役割：監査要点の設定と評価アプローチ～」

武谷　遼太氏（テーマ（３）） 
「生成ＡＩ活用による内部監査の進化と課題：実践的視点からの検証」

星山　琳 氏（テーマ（３）） 
「生成ＡＩ�の内部監査プロセスへの導入に向けた課題と法学との交点�

－ＤＩＩＲ�報告に現れる「法的責任の所在が不明確である」という指摘に焦点を当てて－」

脇黒丸　新太郎氏（テーマ（２）） 
「内部監査と組織体のガバナンス・開示体制との関係性に関する一考察」
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内部監査における生成ＡＩ活用の可能性と課題
：効率性・有効性の向上と役割変革に向けた考察

安藤　光雄
ＪＣＯＭ株式会社 監査企画部

ＣＩＡ（公認内部監査人）、ＣＩＳＡ（公認システム監査人）
ＣＩＳ M（公認情報セキュリティマネージャー）

 第４回（2024 年度）懸賞論文　優秀賞

第１章　序論

1.1 研究の背景と目的
　内部監査は、企業のリスク管理、ガバナンス強

化、業務プロセスの効率化を支える重要な機能で

ある。しかし、情報システムの複雑化、データ量

の急増、サイバーリスクの多様化に伴い、従来の

監査手法では効率性と有効性を両立することが難

しい状況が生じている。このような状況下、生成

ＡＩ（Generative�AI）は、膨大なデータの処理

や知識生成能力を活用し、内部監査プロセスを根

本から革新する可能性を秘めている。

　筆者は、企業の監査部門において監査業務の効

率化を推進し、生成ＡＩの活用についても継続的

に検討してきた。本研究の目的は、生成ＡＩの技

術的特徴と内部監査への適用可能性を体系的に分

析し、その潜在的な利点と課題を評価することに

ある。また、生成ＡＩの導入が内部監査フレーム

ワークや監査人の役割に与える影響についても考

察を行う。本研究は実務上の具体的な適用事例に

基づくものではなく、理論的な思考実験として位

置づけられる。

1.2 課題の設定
　生成ＡＩの活用は多大な可能性を秘めている一

方で、内部監査プロセスへの導入には以下のよう

な重要な課題が存在する。

生成ＡＩの技術的特徴と監査プロセスへの

影響

　生成ＡＩの自然言語処理能力やデータ生

成能力が、監査業務の効率化や意思決定支

援に具体的にどのように寄与するかを検討

する必要がある。

生成ＡＩ活用による内部監査フレームワー

クの変革

　ＩＩＡ（内部監査人協会）のフレームワー

クである「Three�Lines�Model」における各

ラインの役割を再定義し、生成ＡＩの特性

を反映した新たな監査プロセスの設計を策

定する。

生成ＡＩの導入に伴うリスクと課題

　データプライバシーの確保、ＡＩの説明

可能性（Explainability）の向上、および監

査の独立性維持などの問題を解決する方策



第４回（2024 年度）懸賞論文　優秀賞

58 内部監査 No. ９

が求められる。

1.3 研究の意義
　本研究は、生成ＡＩを活用して内部監査の効率

性と有効性を向上させ、監査人の新たな役割を提

案する。生成ＡＩは監査の迅速化やコスト削減に

留まらず、従来の監査活動を超える新たな価値を

創出する潜在力を持つ。

　論文では、生成ＡＩの技術的背景と応用可能性

を整理し、具体的な適用例およびその影響を詳細

に分析する。さらに、生成ＡＩ導入に伴う新たな

課題を明らかにし、それに対する実務的および理

論的な示唆を提供する。これにより、生成ＡＩを

活用した内部監査の未来像を描き、今後の研究お

よび実務への指針を示すことを目指す。

　また、生成ＡＩと監査人が協働する新たな内部

監査モデルを提案し、その重要性を強調する。生

成ＡＩの高度な分析能力と監査人の専門的判断力

を融合させることで、内部監査の効率性と有効性

を飛躍的に向上させる可能性がある。監査人の役

割を再定義し、新たなスキルセットの獲得を促進

することで、組織全体のリスクマネジメントとガ

バナンスの強化に寄与する。これらの点から、本

研究は学術的および実務的に重要な意義を持つ。

　

第 ２章　生成ＡＩの技術的特徴と内部監査
への適用可能性

2.1 生成ＡＩの基本概念と進化

自然言語処理（ＮＬＰ）の発展と生成ＡＩの
登場
　自然言語処理（ＮＬＰ）は、コンピュータが人

間の言語を理解、解釈、生成する技術分野であり、

内部監査において重要な役割を担う。近年のＮＬ

Ｐの進展は、生成ＡＩの登場を支える基盤となっ

た。生成ＡＩは、与えられたデータや指示に基づ

き、大量の文字情報の分析と生成を瞬時に行う能

力を持つ。この技術は、内部監査における文書作

成や報告書作成、コミュニケーションの自動化を

可能にし、監査業務の効率を飛躍的に向上させる

可能性を有する。

Transformer モデルと Attention メカニズム
の役割
　生成ＡＩの進化において、Transformer モデル

と Attention メカニズムは中心的な役割を果たし

ている。Transformer モデルは、従来のリカレン

トニューラルネットワーク（ＲＮＮ）に比べて並

列処理が可能であり、大規模なデータセットを効

率的に学習できる。このモデルは、文章の中で離

れた位置にある言葉やフレーズの関係を正確に捉

えることができるため、内部監査における複雑な

文書の解析や生成に適している。Attention メカ

ニズムは、入力データの重要な部分に焦点を当て

ることで、生成ＡＩがより精度の高い出力を提供

できるようにする。内部監査では、リスク評価や

コンプライアンスチェックにおいて、重要な情報

を的確に抽出・分析するために、この技術が活用

される。

大規模言語モデル（ＬＬＭ）の特徴と限界
　大規模言語モデル（ＬＬＭ）は、膨大なテキス

トデータを基に訓練され、多様なタスクに対応で

きる柔軟性を持つ。ＬＬＭは、内部監査において、

リスク評価の自動化や異常検知、監査報告書の作

成支援など、多岐にわたる応用が期待される。し

かし、ＬＬＭには限界も存在する。例えば、モデ

ルが訓練データへの依存するため、業界や企業固

有の知識を十分に反映しにくいだけでなく、複雑

なアルゴリズムのために出力の根拠を明確に説明

することも難しいという課題がある。さらに、Ａ

Ｉモデルが訓練データ内のバイアスを学習し、そ

の結果として偏った結論や不適切な勧告を生成す
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る可能性も指摘されている。内部監査においては、

透明性と説明責任（Accountability) が重視され

るため、これらの限界を克服するための工夫が求

められる。

2. 2 内部監査における生成ＡＩ活用のメリット

リスク評価の精度向上とプロセスの効率化
　生成ＡＩは、内部監査におけるリスク評価プロ

セスを高度化し、効率化する。従来のリスク評価

では、膨大なデータの手動分析が必要であり、時

間と労力を要していた。生成ＡＩは、過去の監査

データや業界動向を迅速に解析し、潜在的なリス

クを高精度で特定できる。また、ＡＩによる自動

化により、人的エラーのリスクも低減される。し

かし、生成ＡＩの出力結果には誤りが含まれる可

能性があるため、監査人はこれらの結果を慎重に

検証し、必要に応じて補正するプロセスが不可欠

である。監査人が生成ＡＩの分析結果を批判的に

評価し、根拠の妥当性を確認することで、信頼性

の高いリスク評価が実現する。これらにより、監

査人はより迅速かつ正確なリスク評価を実現し、

監査プロセス全体の効率性と信頼性が向上する。

データ分析と異常検知の自動化
　内部監査では、データ分析と異常検知が重要な

タスクである。生成ＡＩは、機械学習アルゴリズ

ムを活用してデータのパターンを識別し、異常な

取引や不正行為を自動的に検出する能力を持つ。

例えば、財務データをモニタリングし、規定を超

えた支出額や異常な取引パターンを警告するシス

テムを構築することが可能である。これにより、

内部監査の有効性が大幅に向上し、潜在的なリス

クを早期に発見・対応することができる。

知識生成と意思決定支援
　生成ＡＩは、内部監査における知識生成や意思

決定のサポートに貢献する。膨大な情報を統合・

分析して、監査人に有益な洞察を提供できる。例

えば、過去の監査結果や業界のベンチマークをも

とにしたチェックリストの作成や、複雑なデータ

からの重要な情報抽出が可能である。これにより、

監査人はより的確な判断を下せるようになり、監

査の質と信頼性が向上する。

2.3 生成ＡＩによる監査タスクの変革

監査調書作成プロセスの自動化
　内部監査における調書作成は、時間と労力を要

する重要なタスクである。生成ＡＩは、監査デー

タを基に自動的に調書を作成する機能を提供す

る。具体的には、監査対象のデータを解析し、所

見や勧告のドラフトを自動生成することで、監査

報告書の作成プロセスを大幅に短縮できる。これ

により、監査人はより戦略的な業務に集中でき、

監査全体の効率性が向上する。

コンプライアンスチェックの迅速化
　生成ＡＩはコンプライアンスチェックの迅速化

にも寄与する。内部監査では、法規制や企業ポリ

シーの遵守状況を確認する必要があるが、これに

は膨大な文書のレビューが必要になる。生成ＡＩ

は自然言語処理技術を活用し、関連する法規制や

ポリシーに基づくチェックリストを自動生成して

社内文書を分析することで、監査人が迅速にコン

プライアンス状況を評価できるよう支援する。こ

れにより、コンプライアンスチェックの精度と速

度が高まり、内部監査の有効性が強化される。　

ビッグデータ処理における生成ＡＩの有効性
　内部監査では、ビッグデータの処理が避けられ

ない。生成ＡＩは、膨大なデータを迅速に統合・

解析し、従来の手法では捉えにくかったパターン

や傾向の把握を可能にする。例えば、財務データ
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や取引データをリアルタイムで解析し、異常値や

パターンを検出することで、監査人が迅速に問題

を特定・対応できるよう支援する。また、データ

の可視化機能を活用することで、複雑なデータの

理解を容易にし、監査結果の報告を効果的に行う

ことが可能となる。

　生成ＡＩの活用は、監査タスクの自動化だけで

なく、監査人との協働による新たな価値創出を可

能にする。例えば、生成ＡＩが提示する異常検知

の結果を監査人が解釈し、リスクの根本原因を分

析することで、より深い洞察が得られる。また、

生成ＡＩが作成した報告書のドラフトを監査人が

レビュー・修正するプロセスを通じて、報告書の

質と精度が向上する。このような協働により、生

成ＡＩと監査人は互いに補完し合い、内部監査の

有効性を高めることができる。

2.4 内部監査への適用可能性の課題

導入コストと活用方法の選択
　生成ＡＩの内部監査への導入には、初期投資が

必要となるため、適切なソリューションを選択す

ることが重要である。ハードウェアの整備、ソフ

トウェアのライセンス費用、専門人材の採用・育

成など、さまざまな要素が導入コストに影響を与

える。これらのコストは企業規模に関わらず戦略

的な判断が求められる。特に、既存の学習済みモ

デルやクラウドベースのサービスを活用すること

で、コストを抑えつつ効果的な導入が可能である。

企業は自社のニーズやリソースに合わせて、コス

ト効率の高い導入方法を検討する必要がある。

モデルの説明可能性（Explainability）の確保
　内部監査においては、ＡＩの判断基準やプロセ

スの透明性が重要視される。生成ＡＩは高度な予

測能力を持つ一方、その内部プロセスがブラック

ボックス化しやすく、説明可能性（Explainability）

の確保が課題となる。監査人は、ＡＩが導き出し

た結論や推奨事項の根拠を明確に理解し、説明で

きる必要がある。これを実現するためには、説明

可能ＡＩ（ＸＡＩ）の技術を活用し、モデルの判

断過程を可視化する仕組みを導入することが求め

られる。また、内部監査のフレームワークに基づ

き、ＡＩの透明性と説明可能性を確保するための

ガイドラインを整備する必要がある。

組織固有データへの対応と制約
　生成ＡＩを最大限に活用するためには、組織固

有のデータや業務プロセスへの適応が不可欠であ

る。しかし、企業ごとに異なるデータ形式や専門

用語、業務フローに対応するためには、カスタ

マイズや追加のデータ処理が必要となる場合があ

る。特に、画像やＰＤＦファイルのテキスト化、

特殊な用語の理解には限界があり、生成ＡＩが十

分に対応できないケースもある。これらの課題を

解決するためには、組織固有のデータに対応可能

なカスタムモデルの開発や、検索強化型生成（Ｒ

ＡＧ）の活用など、技術的な工夫が必要である。

また、デジタル化の推進と併せて、データ管理体

制の強化やデータガバナンスの徹底が求められ

る。

結論
　本章では、生成ＡＩの技術的特徴とその内部監

査への適用可能性について詳述した。生成ＡＩは、

リスク評価の精度向上、データ分析と異常検知の

自動化、監査タスクの効率化など、多くのメリッ

トを提供する。一方で、導入コスト、説明責任の

確保、組織固有データへの対応などの課題も存在

する。これらの技術的特徴と課題を深く理解し、

適切な戦略を策定することが、生成ＡＩの有効活

用を実現する鍵となる。次章では、生成ＡＩの活

用が内部監査フレームワークに与える影響につい

て検討し、監査人の役割やプロセスの変革につい
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て考察する。

第 ３章　生成ＡＩ活用の内部監査フレーム
ワークへの影響

　本章では、生成ＡＩの導入が内部監査フレーム

ワーク、特にＩＩＡ（内部監査人協会）の「Three�

Lines�Model」に与える影響について論じる。生

成ＡＩの技術的特徴を基盤に、役割の再定義、協

働の可能性、第三ラインの進化、リアルタイムお

よび継続的監査の実現性、そして監査ガバナンス

の強化について詳細に検討する（図１）。

3.1 ＩＩＡフレームワークの再定義

「Three�Lines�Model」における役割の変革
　ＩＩＡの「Three�Lines�Model」は、組織内の

リスク管理とガバナンスの枠組みを示し、第一ラ

イン（経営層および業務担当者）、第二ライン（リ

スク管理およびコンプライアンス機能）、第三ラ

イン（内部監査）の役割を明確に定義している２。

生成ＡＩの導入により、これらの役割は効率性の

向上とともに、デジタル技術を活用した新たな連

携が求められる。まず、第一ラインでは、生成Ａ

Ｉが日常業務のデータ分析や異常検知を自動化す

ることで業務効率が向上し、リスク識別の精度も

高まることから、経営層や業務担当者はより戦略

統治機関
組織体の監督についてステークホルダーに対するアカウンタビリティ

経営管理者
組織体の目標達成のための（リスクの管理を含む）活動

内部監査
独立したアシュラランス

統治機関の役割：インテグリティ、リーダーシップ、および透明性

凡例： アカウンタビリティ、報告 委任、指示、資源、監督 調整、コミュニケーション、連携、協働

第一ラインの役割：生成ＡＩ
を活用して日常業務の効率を
向上させ、データ分析やリス
クの初期検知を自動化しつつ、
戦略的な業務を実行する。

第二ラインの役割：生成ＡＩ
によるリアルタイムのリスク
評価とモニタリングを活用し、
迅速で効果的なリスク対応を
実行する。

第三ラインの役割：生成ＡＩが
提供する高度なデータ分析を基
に、監査計画の最適化と継続的
なリスク監視を行い、組織全体
のリスクマネジメントを支援す
る戦略的パートナーとして機能
する生成ＡＩ 生成ＡＩ生成ＡＩ

外
部
の
ア
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス
提
供
者

協 

働

図１　生成ＡＩ活用時における「Three Lines Model」 １

１  本図は、内部監査人協会（ＩＩＡ）、ポジションペーパー「ＩＩＡの３ラインモデル：３つのディフェンスラインの改訂」
一般社団法人日本内部監査協会、2020 年７月、p. ４の図に加筆修正して作成。

２  当該元図において、" 第一ラインの役割：顧客に対するサービスや製品の提供とリスクの管理 "、" 第二ラインの役割：リス
クに関連する事項について、専門知識、支援、モニタリングと異議申し立て "、" 第三ラインの役割：目標達成に関連する
すべての事項について、独立した主観的なアシュアランスと助言 " と定義されており、それを再定義した。
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的な業務に専念できる。一方、第二ラインは、生

成ＡＩを活用してリスク評価やコントロールの有

効性をリアルタイムにモニタリングすることで、

迅速かつ的確なリスク対応を実現する。

　第三ラインの内部監査においては、生成ＡＩが

提供する高度なデータ分析能力を活用すること

で、監査範囲と深度が拡大する。内部監査人は、

生成ＡＩによる自動化された分析結果を基に、専

門的判断を加えた上で、より高度な監査計画を策

定し、リスクの早期発見と対応に貢献することが

期待される。これにより、内部監査の役割は単な

るチェック機能から、組織全体のリスクマネジメ

ントを支援する戦略的パートナーへと進化する。

第一ライン・第二ラインと生成ＡＩによる協
働の可能性
　�生成ＡＩの導入は、第一ラインおよび第二ラ

インと第三ラインの内部監査との協働を促進す

る。具体的には、生成ＡＩは各ラインからのデー

タを統合的に分析し、統合保証の一環としてリス

ク情報を共有するプラットフォームとして機能す

る。例えば�、第一ラインの経営層および業務担

当者が生成ＡＩを活用して日常業務データをリア

ルタイムで入力・分析し、第二ラインがそのデー

タを基にリスク評価を行い、第三ラインは生成Ａ

Ｉの分析結果を踏まえて監査計画を最適化する。

��この協働により、各ライン間の情報のサイロ化

が解消され、組織全体のリスク情報の一元管理が

可能となる。また、生成ＡＩは各ライン間のコミュ

ニケーションを円滑にし、リスク対応の一貫性と

迅速性を確保することで、組織全体のリスクマネ

ジメント能力を向上させ、内部監査の有効性を高

める。

3.2 生成ＡＩによる第三ラインの進化

リアルタイム監査と継続的監査の実現可能性
　従来の内部監査は、定期的な監査サイクルに基

づいて行われていたが、生成ＡＩの導入により、

リアルタイムおよび継続的監査が可能となる。生

成ＡＩは、継続的にデータを収集・分析し、異常

やリスクの兆候を即座に検出する能力を持つた

め、内部監査はリアルタイムでのリスク監視と迅

速な対応が可能となる。

　具体的には、生成ＡＩは財務データや業務プロ

セスデータをリアルタイムで監視し、異常パター

ンを自動的に検出する。これにより、内部監査は

定期的なサイクルに依存することなく、継続的に

リスクを評価し、迅速に適切な対応策を講じるこ

とができる。リアルタイム監査は、組織のリスク

マネジメントを継続的に強化し、潜在的なリスク

の早期発見と対応を実現する。

3.3 監査ガバナンスの強化

生成ＡＩの信頼性と透明性の確保
　内部監査における生成ＡＩの信頼性と透明性の

確保は、監査ガバナンスを強化する上で不可欠で

ある。生成ＡＩが提供する分析結果や提案の信頼

性を高めるためには、ＡＩモデルの精度向上と説

明可能性（Explainability）の確保が重要である。

具体的には、生成ＡＩのアルゴリズムやデータ処

理プロセスを透明化し、監査人がその判断基準を

理解できるようにする必要がある。

　説明可能ＡＩ（ＸＡＩ）の技術を導入すること

で、生成ＡＩがどのようなデータに基づいて判断

を下したのか、具体的な根拠を明示することが可

能となる。これにより、監査人は生成ＡＩの分析

結果を信頼し、必要に応じてその結果を検証・修

正することができる。また、生成ＡＩの透明性を

確保することで、ステークホルダーに対する説明
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責任（Accountability) を果たし、内部監査の信

頼性と信頼度を向上させることができる。

監査結果の客観性と独立性への影響
　生成ＡＩの導入は、内部監査の客観性と独立性

にも大きな影響を与える。ＡＩがデータに基づい

て自動的に分析を行うことで、人為的なバイアス

や主観的な判断の影響を排除し、客観的な監査結

果を提供することが可能となる。これにより、内

部監査の結果がより信頼性の高いものとなり、組

織内外のステークホルダーからの信頼を獲得する

ことができる。

　一方で、生成ＡＩの運用においては、ＡＩの判

断基準やデータの取り扱いにおける透明性を確保

することが重要である。ＡＩの判断プロセスが不

透明である場合、監査結果の独立性が損なわれる

リスクが存在するため、監査部門はＡＩの運用プ

ロセスを厳格に管理し、監査結果の検証プロセス

を導入する必要がある。これにより、生成ＡＩ

による監査結果が独立性を維持しつつ、客観性を

持って提供されることを確保することができる。

3.4 生成ＡＩと監査人の役割分担と協働
　生成ＡＩの導入は、内部監査におけるタスクの

自動化と効率化を促進する一方で、監査人の専門

性と判断力がより重要となる。生成ＡＩがデータ

分析や異常検知を自動的に行うことで、監査人は

高度な判断や戦略的な意思決定に集中できる。こ

の役割分担により、生成ＡＩと監査人は互いの強

みを活かし、協働して内部監査の質を向上させる

ことが可能となる。

　具体的には、生成ＡＩが大量のデータからリス

クの兆候を検出し、その結果を監査人に提供する。

監査人はその情報を基に、リスクの背景や影響を

総合的に評価し、適切な対応策を策定する。この

プロセスでは、生成ＡＩの分析力と監査人の専門

知識が相互補完的に機能し、より効果的な内部監

査を実現する。

3.5 監査人のスキルセットと役割の進化
　生成ＡＩとの連携が進む中、監査人にはこれま

で以上に高度なスキルが求められる。�具体的に

は、データ分析能力や統計学の基礎知識、さらに

はＡＩおよび機械学習の基本原理に関する理解が

重要である。これに加え、各種ＡＩツールの技術

的特性を理解し、監査目的に沿った技術選択のプ

ロセスを確立することが求められる。�最終的に

は、ＡＩの判断に対して常に疑問を持ち、自らの

専門的判断で最終的な意思決定を下す責任を担う

ことが必須である。

結論
　本章では、生成ＡＩの導入が内部監査フレー

ムワークに与える影響について、「Three�Lines�

Model」に基づく役割の再定義、生成ＡＩによる

各ライン間の協働の可能性、第三ラインの進化、

リアルタイムおよび継続的監査の実現性、そして

監査ガバナンスの強化について論じた。生成ＡＩ

は、内部監査の効率性と有効性を飛躍的に向上さ

せると同時に、監査フレームワーク全体の透明性

と信頼性を高める重要な要素となる。次章では、

生成ＡＩ導入に伴うリスクと課題について詳細に

検討する。

　

第 ４章　生成ＡＩ導入に伴うリスク・課題
と対応策

　本章では、内部監査に生成ＡＩを導入する際に

直面する主要なリスクと課題、およびそれらに

対処するための具体的な対応策について論じる。

データプライバシーとセキュリティ管理、モデル

のブラックボックス問題、組織固有データへの適

用課題、導入コストおよび人材育成の観点から検

討し、それぞれに対する技術的および組織的な対
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応策を提案する（表１）。�

4.1 データプライバシーとセキュリティ管理
課題１：ＡＩ学習データの機密性と適法性の確保

　生成ＡＩの効果的な活用には、大量かつ多様な

データの収集と学習が不可欠である。しかし、内

部監査で扱うデータは機密性が高く、企業の業務

プロセスや財務情報などが含まれるため、データ

の機密性と適法性の確保が重要となる。

対応策：データの匿名化・暗号化と法令遵守の徹底

　ＡＩ学習データの取り扱いに際しては、データ

の匿名化や暗号化などの技術的手段を講じる。ま

た、データの収集・利用に関する法令遵守を徹底

し、適法な範囲内でのデータ活用を確保する必要

がある。

課題２：個人情報保護とデータ漏洩リスク

　内部監査に関連するデータには個人情報が含ま

れる場合が多く、個人情報保護法などの規制を遵

守することが求められる。生成ＡＩの導入により、

データの処理量が増加するため、データ漏洩のリ

スクも高まる。

対応策：アクセス制御とセキュリティポリシーの

強化

　データ漏洩を防ぐためには、アクセス制御や監

査ログの管理、定期的なセキュリティ評価を実施

し、データの漏洩リスクを最小限に抑える対策が

必要である。さらに、データのライフサイクル全

体にわたるセキュリティポリシーの策定と遵守の

推進が求められる。

表１　生成ＡＩ導入に伴うリスク・課題と対応策

リスク 課題 対応策

データプライバシーと

セキュリティ管理

ＡＩ学習データの機密性と適法性の

確保

データの匿名化・暗号化と法令順守

の徹底

個人情報保護とデータ漏洩リスク ア ク セ ス 制 御 と セ キ ュ リ テ ィ ポ リ

シーの強化

モデルのブラックボッ

クス問題と対応策

説明可能性向上のためのアルゴリズ

ム分析

説明可能ＡＩ（ＸＡＩ）の導入と可

視化ツールの活用

生成ＡＩの結果解釈における監査人

の役割

監査人のＡＩリテラシー向上と批判

的思考の促進

組織固有データへの適

用課題

組織固有情報と最新規制の反映の難

しさ

検索強化型生成（ＲＡＧ）の導入

生成ＡＩによるモデル精度の低下リ

スク

データクレンジングと特徴量エンジ

ニアリングの徹底

導入コストと人材育成

ＡＩ導入に伴う初期投資と教育コス

ト

費用対効果の検討と教育プログラム

の整備

ＡＩと監査人の協働に向けたスキル

再定義

実践的トレーニングと業務プロセス

の標準化
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4.2 モデルのブラックボックス問題と対応策
課題１：説明可能性向上のためのアルゴリズム分析

　生成ＡＩは高度に複雑なアルゴリズムを用いて

おり、その動作がブラックボックス化している。

このため、ＡＩがどのような根拠で特定の結論に

至ったのかを説明することが難しい。

対応策：説明可能ＡＩ（ＸＡＩ）の導入と可視化

ツールの活用

　ＡＩの説明可能性を向上させるために、モデル

の構造を簡素化する、可視化ツールを導入する、

局所的な解釈手法（LIME や SHAP など）を活

用するなどの対策が考えられる。さらに、説明可

能なＡＩ（ＸＡＩ）の技術を積極的に取り入れ、

監査人がＡＩの判断基準を理解しやすくする工夫

が必要である。

課題２：生成ＡＩの結果解釈における監査人の役割

　ＡＩが生成する結果を適切に解釈し、監査プロ

セスに反映させるためには、監査人の役割が重要

である。監査人はＡＩの分析結果を鵜呑みにせず、

その背後にあるデータやアルゴリズムの動作を理

解し、結果の妥当性を検証する責任を負う。

対応策：監査人のＡＩリテラシー向上と批判的思

考の促進

　監査人自身がＡＩ技術やデータ分析手法につい

ての知識を積極的に習得し、ＡＩとの効果的な協

働を図ることが重要である。これには、ＡＩの出

力結果に対する批判的思考と専門的判断を養うた

めの教育プログラムや研修制度の整備が含まれ

る。

4.3 組織固有データへの適用課題
課題１：組織固有情報と最新規制の反映の難しさ

　従来の生成ＡＩは、事前に学習された汎用的な

知識に依拠しているため、内部監査に必要な組織

固有の情報や最新の規制、業務プロセスの変化を

即時に反映することが難しい。その結果、監査レ

ポートや提案の正確性・信頼性に影響が出る可能

性がある。

対応策：検索強化型生成（ＲＡＧ）の導入

　これらの課題を克服するために、検索強化型生

成（ＲＡＧ）の導入が有効である。ＲＡＧは、生

成ＡＩが外部のデータベースやドキュメントから

関連情報を検索により取得し、それを基に回答や

提案を生成する技術である。内部監査においてＲ

ＡＧを活用することで、組織固有の情報や最新の

規制情報をＡＩが随時参照し、より精度の高い監

査結果を提供できる。ＲＡＧの実装に際しては、

外部データソースの選定やデータの整合性維持、

セキュリティ対策を十分に検討する必要がある。

課題２：生成ＡＩによるモデル精度の低下リスク

　生成ＡＩが組織固有の複雑なデータパターンを

完全に理解・学習することは難しく、結果として

モデルの精度が低下するリスクが存在する。

対応策：データクレンジングと特徴量エンジニア

リングの徹底

　データの正規化や特徴量エンジニアリングなど

の前処理作業を徹底し、生成ＡＩが組織固有の

データを適切に処理できるようにする。また、定

期的なモデル評価と改善を行い、モデル精度の維

持・向上を図ることが重要である。

4.4 導入コストと人材育成
課題１：ＡＩ導入に伴う初期投資と教育コスト

　生成ＡＩの導入には、ＡＩモデルの開発・購入

費用、必要なハードウェアやソフトウェアのイン

フラ整備費用、データ収集・前処理にかかる費用

など、初期投資として高額なコストが発生する。

さらに、ＡＩ技術を効果的に活用するためには、



第４回（2024 年度）懸賞論文　優秀賞

66 内部監査 No. ９

監査人や関連スタッフの教育・研修が必要であり、

これにも相応のコストが伴う。

対応策：費用対効果の検討と教育プログラムの整

備

　これらのコストが導入の障壁となる可能性があ

るため、費用対効果を十分に検討した上での導入

計画が求められる。また、監査人のスキルセット

の再定義が必要であり、ＡＩの基本的な理解や

データ分析スキル、ＡＩツールの操作能力を身に

つけるための教育プログラムや継続的な研修制度

の整備が不可欠である。

課題２：ＡＩと監査人の協働に向けたスキル再定義

　生成ＡＩを内部監査に効果的に活用するために

は、監査人のスキルセットを再定義し、ＡＩと協

働するための新たな業務プロセスや役割分担を明

確化する必要がある。

対応策：実践的トレーニングと業務プロセスの標

準化

　監査人の教育プログラムや継続的な研修制度を

整備し、ＡＩと協働するためのスキルを養成する。

さらに、生成ＡＩを内部監査プロセスに組み込む

ために、標準化されたプロセスを策定し、データ

の収集・前処理、ＡＩモデルの選定・導入、分析

結果の解釈・報告、フィードバックといった一連

のプロセスを明文化することで、組織全体での一

貫したＡＩ活用を実現する。

4.5 今後の研究課題
　内部監査における生成ＡＩの活用は、まだ発展

途上の領域であり、今後さらなる研究が必要であ

る。以下に今後の研究課題を示す。

・ ＡＩと監査人の協働モデルの最適化：生成ＡＩ

と監査人が効果的に協働できる最適なモデルの

構築に関する研究が求められる。

・ 特化型生成ＡＩモデルの開発：業界や組織の特

性や規制に対応したカスタマイズ可能な生成Ａ

Ｉモデルの開発と、その有効性の検証が重要で

ある。

・ 持続可能なＡＩ運用体制の構築：生成ＡＩの運

用を継続的に維持・改善するための体制やプロ

セスの確立に関する研究が必要である。

・ 倫理的・法的課題への対応：ＡＩの倫理的な使

用や法的な規制への適合性を確保するため、組

織全体でのポリシー策定やコンプライアンス管

理が求められる。

　これらの研究課題に取り組むことで、内部監査

における生成ＡＩの活用がさらに深化し、組織全

体のリスクマネジメントとガバナンスの強化につ

ながると考える。

　

第５章　結論

　本研究では、内部監査における生成ＡＩの活用

可能性と課題について、多角的に検討した。生成

ＡＩの技術的背景から、内部監査フレームワーク

への影響、導入に伴うリスクと課題、そしてそれ

らの解決策までを網羅的に分析した。

5.1 研究成果の総括
　生成ＡＩの活用は、内部監査の各プロセスに革

新的な変化をもたらすことが明らかになった。第

２章では、生成ＡＩの基本概念と技術的特徴を明

らかにし、その内部監査への適用可能性を論じた。

第３章では、生成ＡＩがＩＩＡの「Three�Lines�

Model」に与える影響を検討し、内部監査の役割

変革とガバナンス強化への寄与を示した。第４章

では、生成ＡＩ導入に伴うデータプライバシー、

ブラックボックス問題、組織固有データへの適用

課題、導入コストおよび人材育成といった主要な

リスクと課題と、その解決策を詳細に分析した。

　特に、生成ＡＩの技術的特徴と内部監査への適
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用に関する分析は、先進的な取り組みとして意欲

的に取り組んだ。監査人のＡＩリテラシー向上の

重要性を強調し、具体的な対策を提案した。

5.2 生成ＡＩが内部監査に与える影響の全体像
　本研究により、生成ＡＩの活用によって内部監

査の効率性と有効性が大幅に向上することが確認

された。具体的には、リスク評価の精度向上、デー

タ分析と異常検知の自動化、監査調書作成プロセ

スの効率化など、多岐にわたる監査プロセスが改

善されることが示された。また、生成ＡＩの知識

生成と意思決定支援機能により、監査人はより戦

略的な業務に集中でき、内部監査の価値が向上す

ることが確認された。これらの成果は、監査部門

が組織全体のリスクマネジメントとガバナンスを

効果的に支援するための基盤を強化するものであ

る。

　生成ＡＩと監査人の協働は、内部監査の未来を

形成する重要な要素であることが本研究で明らか

になった。生成ＡＩがデータ分析やリスク検知を

効率化する一方で、監査人は高度な専門知識と判

断力を活かして戦略的な意思決定を行う。ただし、

生成ＡＩの出力結果には誤りが含まれる可能性が

常に存在するため、監査人による慎重な検証と確

認が不可欠である。監査人が生成ＡＩの結果を批

判的に評価し、適切な修正を行うことで、内部監

査の精度と信頼性が向上し、組織全体のガバナン

スとコンプライアンスの強化につながる。今後も

生成ＡＩと監査人の役割分担と協働を深化させる

ことで、内部監査の価値を最大化することが期待

される。

5.3 今後の展望
　生成ＡＩ技術の進化に伴い、内部監査の役割と

手法はさらなる変革を起こすことが予想される。

本研究で提起した課題と解決策を基盤として、内

部監査分野における生成ＡＩの活用が一層進展す

ることを期待する。今後は、ＡＩと監査人の協働

モデルの最適化や、業界特化型の生成ＡＩモデル

の開発、持続可能なＡＩ運用体制の構築など、さ

らなる研究が求められる。持続的な研究と実践を

通じて、組織の信頼性と持続可能性の向上に寄与

する内部監査の新たな姿を追求していく必要があ

る。
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一　はじめに　

　企業社会においてもＳＤＧｓへの対応が求めら

れている。というのも、社会の変化が非常に速く

複雑で、国家による取組みには限界があるため

に、企業を含めた社会全体での協働が喫緊の課題

となっているからである。それゆえ、我が国にお

いても特に上場企業には社会から高度な要請がな

されるようになっている。例えば、有価証券報告

書において「サステナビリティに関する考え方及

び取組」欄が設けられ、その方針等を記載するこ

ととされている１。このような要請が実務指針の

みならず、法律上要請されているのである。それ

ゆえ、そのような要請に反する企業行動や企業不

祥事の影響は、倫理的に許されないだけでなく法

律上の責任を問われうるために、非常に大きいと

思われる。

　そこで、企業における社内の自浄作用が重要と

なる。その際、３ラインモデルにおける第三線を

担う内部監査には大いに活用可能性があるといえ

よう。

　内部監査の効果的な活用については、世界的に

も議論が進められている。内部監査人協会（ＩＩ

Ａ）は 2024 年１月９日に「グローバル内部監査

基準」を公表した（後述 2-1）。この改訂は７年

ぶりに行われ、世界中のステークホルダーからの

高度な内部監査へのニーズに応えることが目的と

されている。

　日本においてもその重要性から益々注目が集

まっている。かつては任意監査に過ぎないといわ

れることもある内部監査であったが、昨今は法律

の文言としても現れてきており２、法学界におい

てもその重要性が認識されている。

　さらなる進展として金融庁における「金融機関

における内部監査の高度化」への議論が挙げられ

る。これは、2019 年６月に公表された、金融庁

の「金融機関の内部監査の高度化に向けた現状と

課題」報告（以下、2019 年報告とする）を皮切りに、

１ 企業内容等の開示に関する内閣府令、第二号様式記載上の注意（30-2）。
２  2023 年１月の改正により、有価証券報告書中の「コーポレート・ガバナンスの状況等」という項目中の「監査の状況」の

中で内部監査の状況について詳しい記述が求められている（企業内容等の開示に関する内閣府令、第二号様式記載上の注意
「（56）監査の状況」b）。また、2023 年４月に改訂された「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」とその実施基
準においても内部監査について言及されている（実施基準「４ 内部統制に関係を有する者の役割と責任、（４）内部監査人」）。
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2023 年中間報告３、2024 年モニタリング報告４が

公表されている。詳細については後述（2-2）す

る。これらの議論は、「金融機関」を想定してな

されているが、株式会社一般に全く関係がないわ

けではもちろんない。金融機関と株式会社一般に

おける監査は全く別のものを行っているわけでは

なく、その本質的部分は通底しており、金融機関

に関する議論で明らかになった内部監査をめぐる

議論は内部監査一般にトリクルダウンすることに

なろう。現に、金融庁の報告書に連なり、内部監

査一般について段階的な高度化を提唱するものも

ある（例えば、内部監査の将来について考える研

究会（2024）など、後述 2-2）。

　このような議論状況は、重要な職務にあたって

いる内部監査の地位向上や経営陣による理解を促

進するのに絶好の機会であろう。しかしながら議

論にあたり以下の点に注意が必要であると考え

る。すなわち、「内部監査の理想的な役割とその

ための判断基準を明確に示すこと」である。たし

かに、内部監査は任意に設置される機関であっ

てその目的は各社各様であり、さらには現在多く

の企業が内部監査を社長の下部組織として設置し

ているのであり５、形式的に見ると経営者の手足

となって職務にあたっている場合が多いといえよ

う。しかし、それでも内部監査に共通する目的を

見失ってはならないように思われる。なぜなら、

「何のために監査をするのか」という目的の捉え

方次第で監査の職務のあり方は大きく揺れ動いて

しまう可能性があるからである。それゆえ、内部

監査の目的を明確に示しておくべきであると考え

る。そうすることで、各社各様の状況の中で、た

とえリソースの限界の問題はあろうとも、各社の

創意工夫の指針となろう。

　この点に注意をしなければ、重大な問題が生じ

かねない。例えば、現在上場会社における会社形

態として依然として監査役会設置会社が多数派と

なっているが、同時に任意の委員会を設置する会

社も多く、監査等委員会設置会社や指名委員会設

置会社の形態（以下、委員会設置会社とする）に

移行する会社の増加が想定される。その際、それ

らの委員会設置会社においては「監査役」の代わ

りに「監査（等）委員」が監査職務を担うことに

なる（会社法 327 条４項・５項）。監査（等）委

員の多くは社外取締役であって、当該会社に常勤

しているわけではなく、必ずしも会社の機微に敏

感であるとはいえない。しかしながら、委員会

設置会社の機関設計を採用する場合には、会社法

上、「常勤の」監査（等）委員を置くことまでは

要求されていない６。その代わりに、委員会設置

会社は大会社でなくとも内部統制整備について決

定をすることが義務付けられている（会社法 399

条の 13 第１項１号ハ、同２項、416 条第１項ホ、

同２項）。つまり、非常勤の監査（等）委員を支

える制度として内部統制が想定されており、その

内部統制の実働部隊たる内部監査人が実質的には

彼らを支えることになろう。それゆえ、内部監査

部門と監査委員会とのコミュニケーションが、ガ

バナンスを機能させる上で非常に重要となる。議

論が急速に進む現在だからこそ、将来的にガバナ

ンスの根幹を担いうる内部監査について法的観点

からも慎重に整理しておくべきだろう。

　以上のような課題に取り組むべく、本論文では、

３ 金融庁「『金融機関の内部監査の高度化』に向けたプログレスレポート（中間報告）」2023 年。
４ 金融庁「金融機関の内部監査の高度化に向けたモニタリングレポート（2024）」2024 年。
５ 公益財団法人日本内部監査研究所「2023 年監査白書」基本調査項目【７】、2024 年、６頁。
６  監査役会においては、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならないとされている（会社法 390 条３項）。しかし、

監査（等）委員についてはこのような規定は置かれていない。
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「内部監査の目的と議論状況」に言及しながら（二

章）、内容の先取りになるものの、内部監査の最

も根底にある「準拠性監査」の重要性の確認（三

章）と、近年注目される「信頼されるアドバイザー」

を目指して、「報告・助言・勧告」を行う際の判

断要素について（四章）検討していく。

　本論文では、内部監査が一層重要となる委員会

設置会社を含め、内部監査の高度化を図る様々な

規模の会社に共通する議論を試みる。

　まず、以下では、検討にあたって現在公表され

ている文献・資料から、内部監査目的論の現在地

を探る。

二　内部監査の目的と議論状況

2-1 内部監査の目的
　内部監査の目的や本質、使命等について、国内

外の諸内部監査基準に記述がある。

　はじめに、内部監査人協会（ＩＩＡ）が公

表する「専門職的実施の国際フレー厶ワーク

（International�Professional�Practices�Framework:�

IPPF）に含まれる「グローバル内部監査基準

（Global�Internal�Audit�Standards:� 以下、ＧＩＡ

Ｓ）」では以下のように定義されている。

【ＧＩＡＳ　ドメイン１　内部監査の目的】

内部監査は、取締役会及び経営管理者に、

独立にして、リスク・ベースで、かつ客観

的なアシュアランス、助言、�インサイト及

びフォーサイトを提供することによって、

組織体が価値を創造、保全、維持する能力

を高める。

　ＧＩＡＳは 2024 年１月に改訂版が示され、

2025 年１月より施行されている。この「目的」

の部分にも、新たに「インサイト及びフォーサイ

ト」という文言が加えられた。インサイトとは、

洞察と訳されることもあるが、過去のものから得

られる気づきのことであり、フォーサイトとは、

先見性と訳されることもあるが、将来のことへの

気づきである。この点、後述するが（三章）、過

去の情報と将来事項を明確に分けた上で目的の文

言に現れているという点に留意すべきである。

　続いて、日本内部監査協会が公表している「内

部監査基準」では以下のように定義されている。

【1.01 内部監査の本質】

内部監査とは、組織体の経営目標の効果的

な達成に役立つことを目的として、合法性

と合理性の観点から公正かつ独立の立場で、

ガバナンス・プロセス、リスク・マネジメ

ントおよびコントロールに関連する経営諸

活動の遂行状況を、内部監査人としての規

律遵守の態度をもって評価し、これに基づ

いて客観的意見を述べ、助言・勧告を行う

アシュアランス業務、および特定の経営諸

活動の支援を行うアドバイザリー業務であ

る。

　すなわち、内部監査の目的を端的にまとめると、

「組織体の経営目標の効果的な達成に役立つこと」

である。この目的を達成するために、内部監査は、

経営諸活動の遂行状況について関連規範に適合し

ているか判断をし、客観的な意見を述べ、助言・

勧告を行うのである。

　内部監査に関する解説書では、内部監査人の職

務は「アシュアランス業務」・「アドバイザリー業

務」・「コンサルティング業務」であると整理され

る（蟹江ほか（2024）５頁）。ここで注目するべ

きは、内部監査は「組織体」全体を支えるための
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存在だと定義されていることである。

2-2 日本における議論状況
　歴史的に萌芽段階の内部監査は「不正発見」の

ための部門といわれることもあったが（久保田

（1974）３頁など）、現代においてはその意味合

いが変化しつつある。端的にいうと、不正発見の

みでは勿体なく、その監査の過程で得た情報・知

見を社内全体で活用することで、さらなる収益に

繋げよう、というものである。

　昨今の我が国では、「金融機関における内部監

査の高度化」の議論において、内部監査の水準の

底上げが図られている。その報告書中では、内部

監査の水準について四段階の整理がなされており

（2023年中間報告にて第四段階（Ver.4.0）が追加）、

過去情報の形式的・部分的監査に過ぎない監査で

はなく、未来志向的な実質的・全社的監査が行え

るよう、内部監査の高度化を目指すべきことが提

唱されている（以下、「第一段階」～「第四段階」

などというときは、【図表１】で示された段階を

想定している）。

　内部監査は上記のような四段階に整理されてい

るところ、同報告では、金融機関の内部監査の現

在の位置付けについて以下の【図表２】で示して

いる。

　この点、大手金融機関は現在「第二段階～第三

段階」に位置付けられ、地域金融機関を含むその

他金融機関の多くは「第一段階～第二段階」に位

置付けられるとされている（2019 年報告７頁）。

　金融機関の内部監査について上記のように整理

されているところ、内部監査一般についても、官

公庁によるものではないが、内部監査の水準につ

【図表１】内部監査の水準（概念図）（2023 年中間報告１頁より）

第一段階（Ver.1.0）
（事務不備監査）

第二段階（Ver.2.0）
（リスクベース監査）

第三段階（Ver.3.0）
（経営監査）

第四段階（Ver.4.0）
（信頼されるアドバイザー）

役割
指名

事務不備、規程違反等
の発見を通じた各部門
への牽制機能の発揮

リスクアセスメントに
基づき、高リスク領域
の業務プロセスに対す
る問題を提起

内外の環境変化等に対
応した経営に資する保
証を提供

保証やそれに伴う課題
解決にとどまらず、経
営陣をはじめとする組
織内の役職員に対し、
経営戦略に資する助言
を提供

過去 / 形式 / 部分 未来 / 実質 / 全体

【図表２】金融機関の内部監査の位置付け（概念図）（2019 年報告５頁）

第一段階（Ver.1.0）
（事務不備監査）

第二段階（Ver.2.0）
（リスクベース監査）

第三段階（Ver.3.0）
（経営監査）

位置
づけ

【経営陣からの信頼度・期待度】
【経営陣による監査理解度】

【内部監査の成熟度】

地域金融機関を含むその他
金融機関

大手金融機関
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いて言及する文献がある。どのように段階分けで

きるかについて、例えば Pwc�Japan が【図表３】

のように詳細な整理をしている。

　また同様に、内部監査一般についても徐々に上

の段階へステージアップしていくべきことを提案

するものがある。例えば、日本内部監査研究所の

研究会である「内部監査の将来について考える

会」では、従来の内部監査はコンプライアンスに

重点を置いているが今日においてはその役割を見

直し、最終的には「戦略に貢献する内部監査」を

目指すべきことが示されている（【図表４】参照）。

　このような整理により、内部監査だけでは監査

権限や能力・リソースに限界があるところ、経営

陣や社内における内部監査への理解が深まること

で、社内で一体となって同じ方向を向いて内部

監査の高度化を進めやすくなるという利点があろ

う。内部監査の地位向上はかねてより課題であっ

て、その一解決策を示した点でも、「金融機関に

おける内部監査の高度化」の議論は非常に有益で

あるといえよう。

2-3　問題提起
　ただし、以上の考え方に問題がないわけではな

い。すなわち、第二段階以降へステージを上げて

【図表３】Pwc の内部監査の成熟度モデル（Pwc Japan HP より（辻田（2019）））

準拠性の
検証者
定められたルー
ルの運用状況を
検証している

問題発見者
内部統制上の
問題を提起して
いる

アシュアランス 
提供者
組織の内部統制
の有効性に
対する客観的な
アシュアランスを
提供している

問題解決者
根本的な原因
分析に基づき
課題を抽出し、
組織の問題解決
を支援している

洞察提供者
組織のパフォー
マンスや品質の
向上に有益な
示唆を積極的に
提供している

信頼される 
ビジネス 
アドバイザー
ビジネス活動に
対する付加価値
の高い戦略的な
アドバイスを
実施している

【図表４】内部監査の価値創造への貢献のステージ（内部監査の将来について考える会「報告書」16 頁（2024））

ステージ１
コンプライアンス・内部統制中心の

内部監査

ステージ２
リスク・ベースの内部監査

（ＥＲＭ・組織文化・サステナビリティなどを含む）

ステージ３
戦略に貢献する内部監査

（パーパス・長期戦略・実効戦略・ＫＰＩ）

価
値
創
造
へ
の
貢
献

高

低
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いく場合、第一段階の準拠性監査（コンプライア

ンス）を重点的に行う必要がなくなるのであろう

か。この懸念は実務界でも同様に生じているよう

である。例えば、柳瀬（2022）では、「３．信頼

されるアドバイザーとなったら、準拠性の監査は

やらなくても良いのですか」という項があり、準

拠性監査が軽んじられる可能性があることに警鐘

を鳴らしている（同様の指摘として、柿崎（2024）

63 頁）。

　上述の議論状況を受けて、実際に準拠性監査を

法務部門などの第二ラインのみの管轄としたり、

ＡＩの導入により内部監査人が主として準拠性監

査を行うのではなくＡＩが弾き出した異常値のみ

をチェックするという運用を行う会社もあるだろ

う。しかし、本当にそれで良いのだろうか。この

点、一章で言及したように「内部監査の理想的な

役割と判断基準を明確にする」必要性から、この

ような混乱が生じないように整理しなければなら

ないだろう。

三　準拠性監査の考え方

　準拠性監査は内部監査業務の大前提にあたる部

分である。準拠性監査を他部門に任せて、内部監

査は「アドバイザリー業務」や「コンサルティン

グ業務」だけをしていれば良いということにはな

り得ない。なぜなら、日々の「準拠性監査」・「ア

シュアランス業務」を通じて得た情報から考察し

たアドバイスこそが内部監査に求められるもので

あって、その点が社外のコンサルティング会社と

は異なる点であるからである。日々継続的に、企

業内において関連規範の遵守状況を確認していな

ければ、得られる情報に何の価値があるといえよ

うか。

　さらに、上記内部監査の目的規定（上述 2－ 1）

で確認したように、本来の内部監査の目的の一つ

に法令遵守状況の確認、アシュアランス業務が挙

げられるのである。たしかに、法務部門も同様に

法令の遵守状況を確認する部署となっている。し

かしながら、効果的なリスクマネジメントのため

に３ラインモデルが重要となることは既に日本企

業においても広く周知されていることであって

（ＩＩＡ（2020））、第二ラインにあたる法務部門

に加えて、第三ラインである内部監査が併せて監

査をする必要がある。

　もっとも、ＡＩを活用することで単純な適法・

不法の判断については機械的にチェックすれば良

いのだから、内部監査部門が直接動く必要はない

と思われるかもしれない。しかしながら、企業

関連規範において適法・不法を機械的に振り分け

ることができる部分はそう多くないように思われ

る。ＡＩ技術の進歩により、かなりの広範囲・高

精度でＡＩが異常値の発見をできるとしても、そ

の前提として、各社各様の状況において、ＡＩに

よる監査の指示・設定は誰が行うのであろうか（Ａ

Ｉ内部監査ツールは商品として考えられるが、自

社の状況に合わせて調査項目をアレンジメントす

るのは内部監査自身であるべきだろう）。何より、

内部監査人は現場に出向いて人との対話の中から

微妙な違和感を感じ取ることができる。これはい

かにＡＩ技術が進歩しようとも代え難い能力では

なかろうか。

　たしかに、企業には監査に割けるリソースに限

界があろう。しかし、監査の性質を鑑みると「効

率性」を主たる考慮要素としてしまっては、その

本来の価値を発揮できなくなるように思われる。

監査は新しい利益を生み出さないコスト部門であ

るといわれてしまうこともあるが、効率性だけを

追求し形式的なチェックしかできなくなってしま

うのならばコスト部門であるという指摘が正しく

なる場合もある。上述 2-1 の目的規定で確認した

ように、内部監査の主たる目的は、企業の目標達

成を支えることなのである。形式的なチェックを

超え、目標達成とのズレを観測し、それを各部門
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にアドバイス等として伝える際に、法規範の遵守

状況は非常に有用な情報となりうる。というのも、

法規範の範囲は非常に広く、制定法に限られない

からである。制定法にはなっていないが、遵守し

ていなければその市場では戦えない・受け入れら

れないというルールは多々ある。例えば、判例や

上場規程はもちろん、業界・業種における自主規

制、慣習、ガイドライン、裁判例７、定款、企業

倫理規程など幅広く存在する。これらを堅実に踏

まえたアドバイスこそに、経営者は大いに魅力を

感じるのではなかろうか。このことは、最新のＧ

ＩＡＳにも表れている。すなわち、内部監査の目

的に「インサイト及びフォーサイト」という文言

が加えられたように、内部監査には過去情報の監

査から得られる気づきと、それらの監査で得た情

報と将来的な会社のビジョン・パーパスと照らし

合わせて得られる気づき、という時間的双方向の

監査・アドバイスが求められていることが強調さ

れているのである。過去情報の監査の一つは、ま

さにここでいう準拠性監査であって、その監査か

ら得た情報を基礎としながら将来的な事項につい

て考えることが求められているということであ

る。最新の基準を読み解くと、準拠性監査が削ら

れるどころかその重要性を強調する必要があると

いう立場を取っているといえよう。

　このように、準拠性監査が内部監査業務の大前

提であるとすると、上記の図（【図表１～４】の

全て）はミスリードなのではないか。つまり、第

一段階である準拠性監査を越えて、第二段階・第

三段階へとステップアップするならば、準拠性監

査はもはや内部監査が行うべき職務ではないと読

めてしまう可能性がある点に問題があるのではな

いか。

　以上をまとめると、内部監査人が「信頼される

アドバイザー」を目指すという内部監査の高度化

においては、「準拠性監査」がその根底に据えら

れていることが議論の出発点であって、その職務

を削減することで効率化を図ろうとしてしまって

は、内部監査の本来の価値を失いかねないことに

注意をしてほしい。

四　「報告・助言・勧告」における考え方

　このように、企業の目標達成のためには、内部

監査が準拠性監査を大前提として監査を行い、そ

の監査から得られる気づきによるアドバイスこそ

に重要な価値がある。

　ここまでは、「金融機関における内部監査の高

度化」の議論の第一段階における準拠性監査の重

要性について取り上げたが、第二段階以上を目指

すにあたって内部監査は何を意識するべきなのだ

ろうか。各社各様の状況とはいえ、内部監査人が

一定の情報について「報告・助言・勧告」するか

どうか迷ったときに、もしくはどのような問題意

識を持ちながら監査をするか迷ったときに、その

判断基準があるべきではないか。本論文ではその

基準の全容を示すことはできないものの、内部監

査の職務は会社内部の単なるチェックだけでな

く、コーポレートガバナンスそのものであって、

理念としては会社全体、ひいては社会の利益に資

するような働きであることに言及したい。

　内部監査の核となるのは、上記のように、「会

社の目標達成に関連する法規範の遵守状況」を監

査することである。そしてこのことを行うのが、

まさに「コーポレートガバナンス」を効果的に機

能させるためである８。すなわち、内部監査はコー

７  裁判所の判断の中でも、制定法の規定上争いがある部分について比較的確固たる指針となる一連の裁判例を法学界では「判
例」といい、確固たる先例とはなっていない裁判所の判断の一つ一つを「裁判例」という。ここでは、判例を形成している
とまではいえない事例であっても、裁判所が示した判断について企業は把握しておくべきといえる場合があることを指摘し
ている。
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ポレートガバナンスシステムの一部であって、内

部監査が機能することが、ひいてはコーポレート

ガバナンスに資することになるのである。それで

は、コーポレートガバナンスそれ自体は何のため

に行うのであろうか。

　この点、前提としてコーポレートガバナンスの

基礎となる考え方自体が国によって異なる。それ

は「ネオアメリカ型」と呼ばれる資本主義形態を

取る国（特にアメリカ）と、同じく資本主義では

あるけれどもその性質が異なる「ドイツ・日本

型」と呼ばれる形態を取る国々における違いであ

る（アルベール（2022）27 頁）。本論文における

これらの重要な違いとして、「企業」それ自体を「商

品」として捉えるか否かが挙げられる。すなわち、

「ネオアメリカ型」では、「株主が所有し、自由に

処理する、単なる商品が企業」であるとされ、一

方「ドイツ・日本型」では、「株主の権力と経営

者の権力とのバランスがとれ、その経営者を銀行

と従業員とが（後者は表立っているとは限らない

が）選考するという、複雑な一種の共同体が企業」

であるとされる（アルベール（2022）23 頁）。こ

の違いはコーポレートガバナンスを考える上で非

常に大きい。

　アメリカのように、企業自体が商品であると考

えると、商品の所有者たる株主のために経営を行

うという「株主第一主義」の考え方に近づく。そ

うなると、コーポレートガバナンスは会社の持ち

主たる株主の利益のために行うものと考えられる

かもしれない。

　しかしながら、日本においてはその考え方は適

さない。なぜなら、日本において企業は「商品」

ではなく、まさに「ドイツ・日本型」にいう「複

雑な共同体」だからである。裏返しにいうと、企

業は「商品」ではないのである。企業は、売った

り買ったりできない・してはいけない部分が混在

したものであると考えられている９。そのため、

経済合理性や株主の利益のみがコーポレートガバ

ナンスの前提にはなり得ない。

　それでは日本において、多数の利害関係者に

ついてどのように考えるべきだろうか。この

点、「ドイツ・日本型」の誼みであるドイツに

おける、「企業の利益（Unternehmensinteresse,�

Unternehmenswohl）」の議論が参考になるよう

に思われる。ドイツにおいて、「企業の利益」は

企業の機関やその構成員の行動・責任基準である

として理解されている（正井（1979）103 頁）。

この考え方とはすなわち、「企業の利益」におい

て考慮されるべきは、株主と従業員の利益であっ

て、取締役はこれらの利益のうちどちらも無視し

てはならない、ただしどちらも一般的な優先権を

持つものではない、とするものである（Wentrup

（2024）�Vor § 19�Rn.21）。このことは、ドイツに

おいて 1920 年代より法学者によって「企業それ

自体論（Unternehmen�an�sich）」として議論され

てきた（Riechers（1996））。この考え方の現れと

して、ドイツでは監査役会という最高統制機関の

半数を従業員の代表とする労使共同決定制度を有

している（高橋（2012）167 頁）。この考え方は、

取締役の行動・責任基準であると同時にドイツに

おいては監査を行う者の行動・責任基準ともなっ

ているのである（Koch（1983））。

　もっとも、日本の会社法学界においては「株主

第一主義」論が今も強力に唱えられている（田中

（2024）173 頁以下他）。そこでは、株主第一主義

にも限界があり、株主の利益のために他のステー

クホルダーを害することは許されないとしながら

８  G20・OECD「コーポレートガバナンス原則（2023）（日本語版）」によると、「コーポレートガバナンスは、会社を方向づけ、
目標を設定し、その目標を達成し業績を監視するための⼿段を決定する仕組みとシステムを提供するものである。」とされ
ており、内部監査の職務はまさにコーポレートガバナンスの一翼を担っているといえよう。

９ アルベール（2022）127 頁の図がこのことを明快に表している。
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も（株主第一主義の限界）、社会厚生に資するた

めには、「株主の利益を増大する」という指針が

明白であるために、この考え方を採用する根拠が

あるとする（田中（2024）187 頁以下）。むしろ、

その他の会社関係者の保護を図ろうとすることに

よって、取締役・経営者の規律を損なうことなど、

かえって多くの問題を引き起こす可能性が高いと

されている（田中（2024）189 頁）。紙幅の関係

上、ここで議論の良し悪しを論じることはできな

いが、この点、ドイツにおける議論は、株主に加

えて従業員についても無視してはならないという

取締役の行動・責任基準を実現しているために、

その運用方法に注目しているところである。

　ドイツにおける「企業の利益」論は、昨今我

が国でもよく耳にする「ステークホルダー論」

に近い考え方であるように思われる。ドイツで

は 1920 年代より議論がなされてきた歴史のある

テーマであるが、日本の法学の題材としては比較

的新しい。日本でも「企業の社会的責任」として

論じられてきた蓄積はあるものの、日本では行動

基準化まではされていないし、従業員が会社の機

関とはされていない。議論は途上ではあるけれど

も、株主だけでなく、広くステークホルダーの

利益についても配慮すべき場合があるという方

向性に間違いはないだろう。このことは、「株主

第一主義」の考え方が有力であったアメリカに

おいても株主だ�けを優先するべきではないとい

う方向に議論が進められていることからも伺える

（Business�Roundtable（2019））。また、日本の制

定法には現れてはいなかったとしても自主規制な

どのルール（広い意味での法規範）の中にこれに

共通する要素を見出すこともできる 10。

　このような立場は、ＧＩＡＳにも表れている。

「グローバル内部監査基準」の邦語版７頁以下は

「グローバル内部監査基準の概要」となっている

が、その中に「内部監査と公共の利益」という項

目がある。さらに、前述（2-1）した内部監査の

目的（ドメインⅠ�）の文言に続いて、内部監査

は組織体の「公共の利益に資する能力」を強化す

る、とある。つまり、「組織体の公共の利益に貢

献する能力を高める上で重要な役割を果たしてい

るのが内部監査である」ということが、ＧＩＡＳ

には明記されているのである。このことからも、

企業やその内部監査は社会全体への利益を考える

べきであるといえよう。

　このように、株主や従業員を含めた会社全体と

ステークホルダーを含む社会全体の利益のため

に、「会社の目標達成に関連する法規範の遵守状

況」を監査し、それについてアドバイスを行うと

いうことが、「信頼されるアドバイザー」となる

ために必要な考慮要素の一つであるといえよう。

五　まとめに代えて

　以上のように、内部監査が高度化していくため

には、第一段階における準拠性監査が大前提とし

て重要であって、それを踏まえた「報告・助言・

勧告」を行う「信頼されるアドバイザー」を目

指すべきである。その際、企業全体と社会全体の

将来を含めた利益のために、法規範一切を含めた

監査から得られた知見を生かしながらアドバイス

をするということが、「信頼されるアドバイザー」

になるために意識されるべき事項であろう。

　なお、これらのことは内部監査人だけでなく、

取締役会においても意識されなければならない。

というのは、本文では言及できなかったが、ＧＩ

10  例えば、日本のコーポレートガバナンス・コードでは、第２章に「株主以外のステークホルダーとの適切な協働」という
項目を設けており、従業員等の利益についても考慮するべきことを規定している。この制定法にはなっていない部分をど
う扱うか、現場で混乱が生じる場面もあるのではないだろうか。
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ＡＳにおいて内部監査を整備するべき取締役会の

責任について言及されているからである（ドメイ

ンⅢ）。つまり、従来の基準は、内部監査人がど

のように職務を行うか、他部署に対してどのよう

に協力を要請するかという規定だったのに対し、

新基準では、取締役会が会社全体のガバナンスを

機能させるために内部監査に係る制度設計を行う

責任を負っていると明示している。それゆえ、取

締役会においても、これらを踏まえて内部監査の

高度化を図る必要がある。

　また、この研究では「効率性」を根拠にするこ

となく整理することに努めた。「効率」とは、『精

選版日本国語大辞典』によると、「機械によって

なされた仕事の量と、消費された力との比率。転

じて、一般的に、使った労力と、得られた結果

との割合。結果を中心にしていう。」とある。内

部監査を想定するならば、「得られる結果」（不正

の摘発、適正意見など）がわからないからあらゆ

る監査を行うのに、「効率性」を核として強調し

てしまうと、本来の役割を果たせなくなる恐れが

あろう。実務上、リソースの限界を理由にある程

度効率を目指すことはあったとしても、効率が良

いからその方法に正当性があるということはでき

ないはずであり、理念としてこれを示すことに努

めた。本論文で示すべきことは、効率性を頭の片

隅に置きながら議論をすることではなく、内部監

査が真の役割を果たすためにあるべき姿を提示す

ることを理想としたため以上のような記述となっ

た。

　本論文は、金融庁の「金融機関における内部監

査の高度化」の議論をきっかけに内部監査人が

日々の職務において疑問を持ちうる部分について

法的な整理ができないかということを出発点とし

ており、準拠性監査の位置付けやそれを踏まえた

「報告・助言・勧告」のあり方の指針を示すこと

を目指した。しかし、特にコーポレートガバナン

ス論のスケールの大きさゆえに、それと内部監査

人の判断基準の関係といった部分については、よ

り説得力のある説明が求められよう。今後の研究

では、これらの点について、より厳密な検討によ

り、本研究の信頼性を高めていきたい。
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on�the�Purpose�of�a�Corporation”（2019）

https://www.businessroundtable.org/business-

roundtable-redefines-the-purpose-of-a-

corporation-to-promote-an-economy-that-

serves-all-americans�（2024 年 11 月 29 日最終確

認）.　

https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/column/viewpoint/grc-column016.html
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/column/viewpoint/grc-column016.html
https://jiarf.org/wp/wp-content/uploads/2024/07/4e7d5f7cccdb4258cc6f0a3337857dd8.pdf 
https://jiarf.org/wp/wp-content/uploads/2024/07/4e7d5f7cccdb4258cc6f0a3337857dd8.pdf 
https://jiarf.org/wp/wp-content/uploads/2024/07/4e7d5f7cccdb4258cc6f0a3337857dd8.pdf 
https://www.iiajapan.com/leg/pdf/data/iia/2020.07_1_Three-Lines-Model-Updated-Japanese.pdf
https://www.iiajapan.com/leg/pdf/data/iia/2020.07_1_Three-Lines-Model-Updated-Japanese.pdf
https://www.iiajapan.com/leg/pdf/data/iia/2020.07_1_Three-Lines-Model-Updated-Japanese.pdf
https://www.iiajapan.com/leg/pdf/data/iia/2020.07_1_Three-Lines-Model-Updated-Japanese.pdf 
https://www.oecd.org/ja/publications/2023/09/g20-oecd-principles-of-corporate-governance-2023_60836fcb.html
https://www.oecd.org/ja/publications/2023/09/g20-oecd-principles-of-corporate-governance-2023_60836fcb.html
https://www.oecd.org/ja/publications/2023/09/g20-oecd-principles-of-corporate-governance-2023_60836fcb.html
https://www.oecd.org/ja/publications/2023/09/g20-oecd-principles-of-corporate-governance-2023_60836fcb.html
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山田　結稀（やまだ　ゆうき）

明治大学 法学研究科 博士後期課程
明治大学 法学部助手

明治大学法学研究科博士後期課程在籍　明治大学法学部助⼿
専門は会社法・金商法
日本監査研究学会　課題別研究部会「内部監査基準の研究」メンバー
國學院大学法学部フェロー、明治学院大学法学部特別ＴＡ
リサーチマップ　https://researchmap.jp/yukiyuki_co_recht_

主な論⽂
「上場会社等の取締役の情報収集権についての一考察 - 現代における取締役の情報収集権の必要性の
確認と解釈の余地 -」

「ＶＵＣＡ時代における取締役会による内部監査整備の必要性 - サステナビリティ開示情報に内部監
査が価値を与える -」
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2025年度 研究助成募集要項 

2025年２月 
公益財団法人日本内部監査研究所 

 
公益財団法人日本内部監査研究所（以下「当研究所」という。）は、内部監査及び関連諸分野

に関する調査研究に関し、下記の要領で研究助成制度を実施いたします。本研究助成制度は、

2008 年から一般社団法人日本内部監査協会によって実施されてきたものですが、当研究所の発
足に伴い 2021年度から当研究所が実施しております。募集要項及び申請用紙は、当研究所のホ
ームページからダウンロードできます。 
11.. 趣趣旨旨  
 この研究助成は、内部監査及び関連諸分野に関する調査研究を行っている研究者に対し、その

研究を奨励し、もって内部監査の理論及び実務の研究を推進することを目的として運営され

ます。 
22.. 助助成成対対象象者者  
 助成の対象となる者は、日本国内の教育機関において、会計学、商学、経営学、経済学、法学、

情報学等の調査研究に従事している個人で、申請時点で常勤の准教授、助教等（特任教員を含

む）とします。これまで助成金受給者となった方については、助成対象の研究が終了した後に、

再度応募することが可能です。 
33.. 助助成成対対象象課課題題  
 助成の対象課題は、内部監査及び関連諸分野に関する調査研究とします。 
44.. 助助成成金金のの額額  
 調査研究 1件当たりの助成金の額を 50万円以内とします。 
55.. 助助成成金金給給付付条条件件  
 受給が決定した場合には所属機関が助成金の管理を行うことが、応募時に確認されているこ

とを条件とします。 
66.. 助助成成期期間間  
 助成期間は、初年度を 10月開始とし、研究成果公開準備を含め 2年半以内とします。 
77.. 助助成成金金のの使使途途  
 助成金は、給付対象研究に直接関係ある費用に限り使用できます。 
88.. 申申請請方方法法  
所定の「研究助成申請書」に必要事項を漏れなく記載し、下記の送付先に簡易書留郵便により

直接送付ください。 
＊ 募集締切：2025年 6月 30日（月）（消印有効） 
＊ 送付先： 〒104-0044 東京都中央区明石町１－３ 明石町ツインクロス 404 

   公益財団法人日本内部監査研究所 研究助成担当 宛 
＊ 研究助成申請書は、公益財団法人日本内部監査研究所のホームページ 
  （ https://jiarf.org/wp/research-grant/）からダウンロードできます。 
＊ 提出された書類の返却には応じかねます。 
＊ 電子メール、ＦＡＸでの応募は受け付けておりません。 
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99.. 助助成成金金給給付付のの決決定定及及びび通通知知  
 助成金給付の決定は、研究助成選考委員会において、中立公平な立場から厳正なる審査、選考

を行い、専務理事がその結果を 8月末に書面により申請者に通知します。 
 申請書の審査にあたり、研究助成選考委員会において必要と認めた場合は、実施計画等につい

て説明を求めることがあります。 
1100.. 助助成成金金給給付付のの時時期期とと方方法法  
 助成金は、決定通知後 9月末までに、受給者の所属機関が所定する方法により給付します。 
1111.. 研研究究課課題題のの公公開開  
 選考された研究課題は、研究者氏名、所属、役職、研究結果（経過）と併せて当研究所ホーム

ページで公開されます。 
1122.. 助助成成金金受受給給者者のの義義務務  
① 助成金受給者は、調査研究終了後 1か月以内に、所属機関長を通じて調査研究の結果並び
に支出の内訳を所定の書式により報告していただきます。 

② 受給者のうち、調査研究期間が受給後 1年を超える者は、1年経過するごとに、その 1か
月以内に調査研究の経過の概要を所定の書式により報告していただきます。 

③ 調査研究の成果の発表に際しては、「2025年度公益財団法人日本内部監査研究所（英文の
場合は、Japan Internal Audit Research Foundation）研究助成」を受けた旨を明記して
ください。 

④ 調査研究の成果を論文にしたときは、当研究所紀要に掲載を申請することができます。 
⑤ 調査研究の成果を書籍にしたときは、当研究所に 2部提出してください。 
⑥ 受給者は、所期の成果を収めることが困難となったとき、又は調査研究の継続が困難とな

ったときは、書面により速やかに報告する必要があります。 
⑦ 本調査研究に対する他機関からの助成及び他機関への申請があるときは、機関・助成金の

正式名称、申請・受給の別、年度及び金額を「研究助成申請書」に記入してください。 
⑧ 当研究所申請後に他機関に申請を行った場合、又は他機関からの助成金を受給した場合は、

その内容を「調査研究報告書」に付記してください。 
1133.. 個個人人情情報報のの取取りり扱扱いいににつついいてて  
 申請書類に記載された個人情報は、上記 11.研究課題の公開に該当する事由の他、研究助成選
考委員会での審査及び選考結果の通知等、本研究助成の運営に必要な範囲で利用されます。 

1144..   そそのの他他  
 本研究助成募集要項の最新の情報は、下記の日本内部監査研究所ホームページでご確認くだ

さい。応募手続きに関する以外の、選考・審査に関するお問い合わせには応じかねます。 
 

公益財団法人日本内部監査研究所 研究助成担当 
〒104-0044 東京都中央区明石町１－３ 明石町ツインクロス 404 

電話：03-6264-3562  E-mail：grant@jiarf.org  URL：https://jiarf.org/ 
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99.. 助助成成金金給給付付のの決決定定及及びび通通知知  
 助成金給付の決定は、研究助成選考委員会において、中立公平な立場から厳正なる審査、選考

を行い、専務理事がその結果を 8月末に書面により申請者に通知します。 
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⑤ 調査研究の成果を書籍にしたときは、当研究所に 2部提出してください。 
⑥ 受給者は、所期の成果を収めることが困難となったとき、又は調査研究の継続が困難とな

ったときは、書面により速やかに報告する必要があります。 
⑦ 本調査研究に対する他機関からの助成及び他機関への申請があるときは、機関・助成金の

正式名称、申請・受給の別、年度及び金額を「研究助成申請書」に記入してください。 
⑧ 当研究所申請後に他機関に申請を行った場合、又は他機関からの助成金を受給した場合は、

その内容を「調査研究報告書」に付記してください。 
1133.. 個個人人情情報報のの取取りり扱扱いいににつついいてて  
 申請書類に記載された個人情報は、上記 11.研究課題の公開に該当する事由の他、研究助成選
考委員会での審査及び選考結果の通知等、本研究助成の運営に必要な範囲で利用されます。 

1144..   そそのの他他  
 本研究助成募集要項の最新の情報は、下記の日本内部監査研究所ホームページでご確認くだ
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公益財団法人日本内部監査研究所 研究助成担当 
〒104-0044 東京都中央区明石町１－３ 明石町ツインクロス 404 

電話：03-6264-3562  E-mail：grant@jiarf.org  URL：https://jiarf.org/ 

 

2025年３月 

公益財団法人日本内部監査研究所（以下、「当研究所」という。）では、内部監査研究の更なる
推進を目的として、研究者、学生等（「学生等」の定義は下記「２．応募資格」をご参照くださ
い。）及び実務家を対象とした懸賞論文制度を下記の要領で実施いたします。 

近年、内部監査を取り巻く環境は目まぐるしく変化しており、様々な課題に同時並行で対応し
ていくことが求められております。こうした状況に鑑み、本年度は、「サステナビリティ」、
「アシュアランス機能とアドバイザリー機能」、「内部通報制度」という、内部監査が直面して
いる課題の中でも代表的なテーマを提示し、応募者にいずれかを選択していただく形を取ること
といたしました。 

募集要項及び応募申込用紙は、当研究所のホームページからダウンロードできます。 

11.. 趣趣旨旨  
  この懸賞論文は、当研究所の提示するテーマに即した論文の執筆を通じて、研究者、学生等
及び実務家による内部監査研究を奨励し、もって内部監査の理論及び実務の研究を推進すると
ともに、将来に向けた内部監査研究の担い手を育成することを目的として運用されます。 

22.. 応応募募資資格格  
以下の２部門で募集します。 

(1)研究者・学生等の部：日本国内に在住の研究者、及び大学生・大学院生（大学院進学予定 
者を含む）（以下「学生等」という。）の方。なお、学生等に限り、数名のグループによる応募
も可能とします。複数名のグループによる応募の場合は、研究代表者をお示しください。学
生等による応募については、指導教員の方の推薦状（様式：当研究所のホームページからダ
ウンロードできます）をお付けください。 

(2)実務家の部：日本国内に在住の実務家の方（個人での応募に限ります。） 
3. 懸懸賞賞金金額額 

各部門において、最優秀賞 30 万円、優秀賞 10万円、佳作 5万円  

公公益益財財団団法法人人日日本本内内部部監監査査研研究究所所  第第５５回回（（22002255 年年度度））  懸懸賞賞論論文文  

募募集集要要項項  

 

【【 テテ ーー ママ 】】  

（（右右記記のの３３つつのの

テテーーママかからら選選

択択 くく だだ ささ いい ））    

（（１１））  内内部部監監査査はは組組織織体体ののササスステテナナビビリリテティィににいいかかにに貢貢献献ででききるるかか  

（（２２））  内内部部監監査査ににおおけけるるアアシシュュアアラランンスス機機能能ととアアドドババイイザザリリーー機機能能  

ににつついいてて  

（（３３））  内内部部監監査査はは内内部部通通報報制制度度ととどどうう関関わわるるべべききかか  

 

【【 表表 彰彰 】】  

  

  

最最 優優 秀秀 賞賞  

優優 秀秀 賞賞  

佳佳 作作  

3300 万万円円  

1100 万万円円  

55 万万円円  
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44.. 審審査査方方法法  
  応募論文について、審査委員会において、中立公平な立場から厳正な審査を行います。 

審査委員会は、内部監査及び関連分野の専門家・研究者で構成されております。部門別に審 
査いたします。審査に当たり、剽窃チェックを行います。  

55.. 応応募募締締めめ切切りり  
 2025 年９月 30 日（火）（消印有効） 

66.. 発発表表  
審査結果は、2025 年 12月頃を目途に当研究所ホームページにて発表します。 
表彰対象者には個別にご連絡します。 
最優秀賞及び優秀賞の論文は当研究所紀要『内部監査』に掲載します。 
最優秀賞及び優秀賞の論文の執筆者には受賞後、受賞論文の内容を当研究所が主催する講演
会で発表いただきます。 

77.. 応応募募方方法法  
① 日本語で書かれたもので、未発表論文に限ります（1人または 1 グループにつき 1 点）。 
② 参照した文献がある場合には「参考文献」として明記ください。また、引用した場合は出所を
明記ください。 

③ 生成AIを使用して文章を作成した場合は、筆者自身で正確性や適切性について検証した上で、
その具体的な使用方法と、それによって書かれた箇所を引用注としてお示しください。 

④ 受賞論文の版権は当研究所に帰属します。 
⑤ 論文はWord 形式で作成します。 

文字数は脚注も含め 12,000 字以内で、図表・参考文献は別とします。 
サイズは、A4（40字×35行）とします。  

⑥ 下記の必要書類を締め切りまでに、下記の送付先に簡易書留郵便により直接送付するととも
に、PDF ファイルを Eメールで提出してください。 
・論文の出力原稿 
・要旨を 800字以内にまとめたもの（Word 形式） 
・応募申込用紙 
・推薦状（学生等の場合） 

⑦ 応募された論文等の返却には応じかねます。 
⑧ 送付先： 
簡易書留郵便：〒104-0044 東京都中央区明石町１－３ 明石町ツインクロス 404 
          公益財団法人日本内部監査研究所 懸賞論文担当 宛 
E メール：公益財団法人日本内部監査研究所 懸賞論文担当 grant@jiarf.org 

８８．．そそのの他他  
 本懸賞論文募集要項の最新の情報は、下記の当研究所ホームページでご確認ください。 
 応募手続きに関する以外の、選考・審査に関するお問い合わせには応じかねます。 

公益財団法人日本内部監査研究所 懸賞論文担当 
電話：03-6264-3562 

URL：https://jiarf.org/ 
E-mail :grant@jiarf.org 



44.. 審審査査方方法法  
  応募論文について、審査委員会において、中立公平な立場から厳正な審査を行います。 

審査委員会は、内部監査及び関連分野の専門家・研究者で構成されております。部門別に審 
査いたします。審査に当たり、剽窃チェックを行います。  

55.. 応応募募締締めめ切切りり  
 2025 年９月 30 日（火）（消印有効） 

66.. 発発表表  
審査結果は、2025 年 12月頃を目途に当研究所ホームページにて発表します。 
表彰対象者には個別にご連絡します。 
最優秀賞及び優秀賞の論文は当研究所紀要『内部監査』に掲載します。 
最優秀賞及び優秀賞の論文の執筆者には受賞後、受賞論文の内容を当研究所が主催する講演
会で発表いただきます。 

77.. 応応募募方方法法  
① 日本語で書かれたもので、未発表論文に限ります（1人または 1 グループにつき 1 点）。 
② 参照した文献がある場合には「参考文献」として明記ください。また、引用した場合は出所を
明記ください。 

③ 生成AIを使用して文章を作成した場合は、筆者自身で正確性や適切性について検証した上で、
その具体的な使用方法と、それによって書かれた箇所を引用注としてお示しください。 

④ 受賞論文の版権は当研究所に帰属します。 
⑤ 論文はWord 形式で作成します。 

文字数は脚注も含め 12,000 字以内で、図表・参考文献は別とします。 
サイズは、A4（40字×35行）とします。  

⑥ 下記の必要書類を締め切りまでに、下記の送付先に簡易書留郵便により直接送付するととも
に、PDF ファイルを Eメールで提出してください。 
・論文の出力原稿 
・要旨を 800字以内にまとめたもの（Word 形式） 
・応募申込用紙 
・推薦状（学生等の場合） 

⑦ 応募された論文等の返却には応じかねます。 
⑧ 送付先： 
簡易書留郵便：〒104-0044 東京都中央区明石町１－３ 明石町ツインクロス 404 
          公益財団法人日本内部監査研究所 懸賞論文担当 宛 
E メール：公益財団法人日本内部監査研究所 懸賞論文担当 grant@jiarf.org 

８８．．そそのの他他  
 本懸賞論文募集要項の最新の情報は、下記の当研究所ホームページでご確認ください。 
 応募手続きに関する以外の、選考・審査に関するお問い合わせには応じかねます。 

公益財団法人日本内部監査研究所 懸賞論文担当 
電話：03-6264-3562 

URL：https://jiarf.org/ 
E-mail :grant@jiarf.org 
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